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この冊子の内容は平成25年7月に作成し、平成27年４月に修
正したものです。
この冊子に詳細の記載がない事柄について知りたい場合は、
8 ∼ 11ページ「市の機構と仕事」を参照してください。
記載された内容の詳細を知りたい場合は、各項目の末尾に
ある問い合わせ先の部署に直接問い合わせてください。
国民年金
生活に困っている時
子育て
介護、高齢者
障がい者
■教育・子ども ……………………………24
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問い合わせ先 電話 ファクス Eメール P 駐車場
も
く
じ
い ざ と い う 時
い
ざ
と
い
う
時
火災・救急緊急通報 ――――――――――――――
119
火災発生情報テレホンサービス ―――――――――
046−871−9999
休日・夜間急患診療テレホンサービス ――――――
046−872−9999
時間外救急診療などの問い合わせ ――――――――
046−871−0119
かながわ小児救急ダイヤル（18：00∼24：00）――
＃8000
緊急放送内容テレホンサービス ―――――――――
050−5533−8199
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
は い 緊 急
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
しなければならないというような、本当に必要な場合だ
休日夜間診療
逗葉地域医療センター 診療科目
内科
休日
け利用するようにしてください。
046−873−7752
歯科
休日
昼間
夜間
10：00∼17：00
20：00∼23：00
119番で火災の問い合わせや病院の紹介はできません。
消防署
暮
ら
し
・
仕
事
20：00∼23：00
10：00∼17：00
20：00∼23：00
20：00∼23：00
平日
休日
前に消防署に届け出てください。
診療時間
（小児科） 平日
外科
火災と紛らわしい煙を出すたき火などをする時は、事
教
育
・
子
ど
も
10：00∼17：00
＊年末年始（12月29日∼ 1 月 3 日）は、休日と同じ診療です。
国保健康課
こんな時は避難！
・建物の倒壊、火災の延焼拡大、危険物の流出・漏えい
などで身の危険を感じた時
・町内会・自主防災組織のリーダーなどから避難の呼び
掛けがあった時
・市職員・消防職員・警察職員から避難の指示・勧告があ
火災・救急の通報
・すぐ119番（消防署）に電話
・何があったかを言う「火事です」又は「救急です」
った時
・避難の指示があった場合は指示に従う
・氏名と今掛けている電話番号を伝える
・ガスの元栓を締め、電気のブレーカーを切る
・どのような状況か分かる範囲で伝える
・しっかりした靴底の靴を履く
・消防職員が「分かりました」と言ってから電話を切る
・ヘルメットや頭巾で落下物から頭部を守る
・寝たきりの高齢者、体の不自由な人がいる世帯に声を
掛ける
話などから通報した場合、他市の消防署につながる事が
・持ち物は必要最小限にする
あるので「逗子市」と告げてください。再確認のために
・避難している事が分かるように自宅前に避難先（連絡
消防署から折り返し掛ける場合があるので、電源を切ら
ないでください。
救急車の数は限られています。重症で一刻も早く搬送
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
避難する時の注意
・場所と目標をはっきりと伝える
近所や周囲の人にも大声で知らせてください。携帯電
納
税
先）、安否情報を表示
・車を使わない
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
防災課
くらしのガイド
3
市
の
概
要
も
く
じ
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
地震の時の心得
・まず自分の身を守る
・火を消す
・火が出たらまず消火
・非常脱出口を確認
・慌てて戸外に飛び出さない
・狭い路地・塀ぎわ・崖・急傾斜地・川べりに近付かない
・山崩れ・崖崩れ・津波・浸水に注意
・避難は徒歩で、持ち物は最小限に
・協力しあって応急救護
市
の
機
構
と
仕
事
・正しい情報をつかみ、余震を恐れない
一時避難場所と広域避難場所
いっとき
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
一時避難場所
2
地震の発生後、広域避難場所へ行くほどでもないけれ
ど一応避難して火災の状況や風向きなど周辺の様子を見
るための場所、又は避難のための集団を形成するための
場所。家庭や職場付近の空き地・学校・寺院・公園などの
オープンスペースを日頃から選んでおきましょう。
B
広域避難場所
ふくしゃ
大災害で大火災が起こった時に輻射熱や煙から身を守
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
るために避難する場所。対象地区の人口に見合ったスペ
ースのある広場や校庭を、市で指定しています。
地震の時は津波に注意
地震を感じた時に海岸・河川のそばにいたら、津波に
遭わないために素早く高い所に避難しましょう。
に直接配信するシステムです。又、電話配信サービスで
は、防災行政無線放送の内容を電話やファクスにより音
市津波ハザードマップ」を配付しています。市内各施設・
声や文字情報で伝えます。利用希望者は事前に利用登録
市ホームページでも見る事ができます。
をしてください。
このシステムでは、通勤・通学、買い物、散歩などの
気象警報や注意報など緊急に周知すべき情報が発表さ
途中で発見した防災情報などを市役所にメールで提供す
る事もできます。
防災課、生活安全課（防犯）
れた時には、市内52か所に設置している防災行政無線子
局（スピーカー）から放送します。併せて湘南ビーチFM
（78. 9 MHz）でも詳細情報をお知らせしています。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
防災・防犯情報などを、携帯電話やパソコンのメール
津波被害が起こった時、適切に避難するための「逗子
防災行政無線
施
設
案
内
地域安心安全情報共有システム
放送内容が聞こえない時や聞きづらい時は市ホームペ
はい緊急
ージ又は
050−5533−8199 で確認してください。
なお、地域安心安全情報共有システムによる配信も実
施しています。詳細は問い合わせてください。
防災課
五
十
音
索
引
避難行動要支援者支援制度
災害時に逃げ遅れなどで被害を被る多くが、ひとり暮
らし高齢者や障がい者に集中します。そこで、災害時に
支援を必要とする人が登録する事で、地震、津波、台風
などの災害に見舞われた時に自主防災組織などの支援機
関から迅速な支援を受けられる制度です。この避難行動
要支援者支援制度は、ひとり暮らし高齢者、寝たきり高
齢者、認知症高齢者や身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳を所有している人などが対象です。
登録を希望する人は、防災課、介護保険課、障がい福
歴
史
年
表
市
の
概
要
祉課又は社会福祉課へ。
防災課
4
くらしのガイド
も
く
じ
い
ざ
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い
う
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窓
口
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事
A
4
D
寺
武
神
届
け
出
・
証
明
C
東逗子
新逗
子
逗 子
健
康
・
福
祉
1
3
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
E
5
広域避難場所
納
税
地震に伴って火災が発生し延焼拡大
の恐れがある時、皆さんの安全を確
施
設
案
内
保し生命を守るための場所です。
広域避難場所
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
避難地区割り当て
A 逗子中学校・逗子高等学校校庭及び付近一帯
1 沼間全域、池子全域
B 披露山公園及び付近一帯
2 小坪全域、新宿全域
C 第一運動公園
3 逗子全域、桜山１∼７丁目、山の根全域
D 久木中・小学校共同運動場及び付近一帯
4 久木全域
E 県企業庁逗子配水池及び付近一帯（六代御前）
5 桜山８∼９丁目
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
くらしのガイド
5
市
の
概
要
も
く
じ
相 談 窓 口
い
ざ
と
い
う
時
相 談 名
法律相談
相
談
窓
口
法律問題
（予約制）
市政への要望
（予約制）
行政相談
行政書士相談
（予約制）
健
康
・
福
祉
国の行政全般
住宅改修相談
あんしんセンター
無料弁護士相談
庁に提出する書類
納
税
高齢者の福祉
高齢者などが生活し
やすくする住宅改修
障がい者・高齢者の
法律問題
障害福祉サービス
など
精神障がいに
精神障がい相談
施
設
案
内
申 し 込 み 先・ 問 い 合 わ せ
毎週（火）
10：00∼12：00
生活安全課
046−872−8130
秘書広報課
046−872−8139
生活安全課
046−872−8130
生活安全課
046−872−8130
介護保険課
046−873−1111
13：00∼15：30
毎月20日前後
行政相談員
行政書士
関する事
高齢者福祉相談員
社会福祉士
建築士
理学療法士
弁護士
センター職員
精神保健福祉士
第 1 （木）
13：00∼15：00
第 3（木）
13：00∼16：00
（月）
∼（金）
9：00∼17：00
（月）∼（金）8：30∼17：00
逗子市社会
福祉協議会
現地相談（予約制）
第 2（火）
（福祉会館）
第 4（金）
逗子あんしんセンター
14：00∼16：00
（福祉会館）
（月）
∼（金）
9：00∼18：00
電話相談
（月）∼（金）9：00∼17：00
046−873−8011
046−871−8458
支援センター凪
046−870−5280
046−873−5370
カモミール
046−872−4581
046−872−4550
介護保険課
046−873−1111
なぎ
面接相談（予約制）
成年後見相談
成年後見制度
（予約制）
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
生活困窮に
生活困窮者
自立相談
五
十
音
索
引
関する相談
療育相談
子どもの発達
（予約制）
歴
史
年
表
市
の
概
要
市長
の作成など
（予約制）
身体障がい・
知的障がい相談
（横浜弁護士会）
相続、契約、官公
高齢者福祉相談
教
育
・
子
ど
も
弁護士
相談日（時間）
1 組20分間
（予約制）
届
け
出
・
証
明
相 談 者
議会開催月を除く
市長市政相談
市
の
機
構
と
仕
事
暮
ら
し
・
仕
事
内 容
家庭・児童相談
6
子どもとその家庭の
くらしのガイド
福祉について
行政書士
第 2（水）10：00∼12：00
13：00∼16：00
逗子あんしん
センター職員
第 4（水）14：00∼16：00
相談支援員
（月）
∼（金）
専門職員
逗子市社会
9：00∼17：00
（月）
∼（金）
療育相談室
9：30∼16：30
（福祉会館）
（月）
∼（金）
子ども相談員
福祉協議会
8：30∼12：00
13：00∼17：00
046-871-8458
（福祉会館）
子ども相談室
（子育て支援課）
046−872−2523
046−871−8801
046-873-9710
も
く
じ
相 談 名
内 容
相 談 者
不登校、学校生活、
教育相談
子育てや発達に
教育相談員
関する事
子どもの健康相談
女性相談
子どもの健康
女性が抱える問題
保健師
女性相談員
相談日（時間）
申 し 込 み 先・ 問 い 合 わ せ
（月）∼
（金）
教育研究所
046−872−2898
9：00∼16：00
（青少年会館）
046−872−9498
子育て支援課
046−872−8117
生活安全課
相談専用
046−873−5531
生活安全課
046−872−8130
（月）∼
（金）
9：00∼17：00
（月）∼（金）9：30∼12：00
13：30∼16：00
面接相談（予約制）
消費生活相談
マンション
管理相談
（予約制）
不動産相談
消費生活問題
マンション管理に マンション管理士
関する事
不動産に関する事
（予約制）
不動産の
登記・測量相談
不動産の登記・測量
（予約制）
開発行為等に
係る法律相談
（予約制）
開発事業
紛争相談
（予約制）
消費生活相談員
開発行為などの
法律相談
（県マンション管理士会）
（月）（水）（金）9：30∼12：00
13：00∼16：00
かながわ中央
（月）∼（金） 9：30∼19：00
（土）（日）（休）9：30∼16：30 消費生活センター
第 4（月）
14：00∼16：00
県宅地建物取引業協会
第 4（月）
鎌倉支部相談員
14：00∼16：00
県土地家屋調査士会
第 4（月）
横須賀支部相談員
14：00∼16：00
弁護士
第 2（木）
9：00∼12：00
開発事業に関わる
開発事業紛争
奇数月の第 3（水）
民事上の紛争
相談員
9：00∼12：00
045−311−0999
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
046−872−8130
生活安全課
046−872−8130
生活安全課
046−872−8130
生活安全課
生活安全課
046−872−8130
まちづくり課
046−872−8124
＊（月）
∼（金）の相談日が休日にあたる場合は事前に問い合わせてください。
＊人権相談は（月）∼（金）8：30∼17：15に横浜地方法務局横須賀支局（
046−825−6511）で行っています。
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
くらしのガイド
7
市
の
概
要
も
く
じ
い
ざ
と
い
う
時
市 の 機 構 と 仕 事
市庁舎 1 階
情報公開課
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
要介護・要支援の認定
介護保険給付 など
koureifukusi＠city.zushi.kanagawa.jp
総合案内 など
高齢者在宅福祉サービス
koseki＠city.zushi.kanagawa.jp
住民登録係
kosodate＠city.zushi.kanagawa.jp
児童相談
住居表示及び町名地番の整理 など
母子健康手帳の交付
戸籍、埋火葬及び改葬の許可
人口動態調査 など
046−872−8113
社会福祉係
syakai＠city.zushi.kanagawa.jp
乳幼児健診
育児相談
ひとり親家庭の支援 など
会計課
046−872−8111
kaikei＠city.zushi.kanagawa.jp
現金の出納・保管
決算 など
被災者の支援 など
保護係
hogo＠city.zushi.kanagawa.jp
生活困窮者の保護・支援 など
障がい福祉課
046−872−8121
kazei＠city.zushi.kanagawa.jp
市民税の賦課
障害福祉サービス など
軽自動車税の賦課
保険年金係
市税に係る異議申し立て など
資産税係
固定資産税及び都市計画税の賦課
hoken＠city.zushi.kanagawa.jp
固定資産課税台帳の閲覧
国民健康保険
固定資産に係る証明 など
後期高齢者医療保険
国民年金被保険者資格 など
健康係
納税課
046−872−8122
nouzei＠city.zushi.kanagawa.jp
kenkou＠city.zushi.kanagawa.jp
市税・県民税の徴収
地域医療の整備
市税・県民税の滞納整理
成人保健事業 など
納税証明 など
介護保険課
046−872−8116
8
市民税係
障がい児の援護
046−872−8115
五
十
音
索
引
課税課
syohuku＠city.zushi.kanagawa.jp
国保健康課
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
市庁舎 2 階
046−872−8114
身体障害者手帳などの交付
市
の
概
要
046−872−8117
印鑑登録
戸籍係
暮
ら
し
・
仕
事
歴
史
年
表
子育て支援課（子育て支援係）
小児医療費の助成、児童手当
民生委員・児童委員
施
設
案
内
高齢者の介護予防 など
住民登録
社会福祉課
納
税
高齢福祉係
個人情報保護制度
046−872−8110
教
育
・
子
ど
も
介護保険料
koukai＠city.zushi.kanagawa.jp
戸籍住民課
健
康
・
福
祉
kaigohoken＠city.zushi.kanagawa.jp
046−872−8112
情報公開制度
届
け
出
・
証
明
介護保険係
くらしのガイド
経済観光課
046−872−8120
doboku＠city.zushi.kanagawa.jp
keizai＠city.zushi.kanagawa.jp
市道の認定・廃止
商工業の振興
市営住宅の運営管理
農林水産業
境界確定
観光事業 など
道路占用、普通河川占用、狭あい道路 など
子育て支援課（子育て総務係）
い
ざ
と
い
う
時
河川下水道課
046−872−8119
046−872−8128
kosodate＠city.zushi.kanagawa.jp
gesui＠city.zushi.kanagawa.jp
子ども・子育て会議
下水道使用料
予防接種 など
河川の維持管理
保育課
も
く
じ
土木管理係
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
下水道の維持管理 など
046−872−8118
hoiku＠city.zushi.kanagawa.jp
保育所の入所、小学校就学前の教育・保育給付
放課後児童クラブ
私立幼稚園就園奨励費 など
環境管理課
市庁舎 3 階
届
け
出
・
証
明
秘書広報課
秘書係
046−872−8123
046−872−8131
kankyo＠city.zushi.kanagawa.jp
hisho＠city.zushi.kanagawa.jp
環境基本計画
市長・副市長の秘書
都市計画の調査及び計画
表彰
交通政策 など
平和、軍縮、核兵器廃絶 など
まちづくり課
046−872−8124
046−872−8139
machi＠city.zushi.kanagawa.jp
kouhou＠city.zushi.kanagawa.jp
広報誌の編集・発行
景観条例
市ホームページ
屋外広告物 など
緑政課
広聴、市への提案、陳情、要望 など
046−872−8132
kikaku＠city.zushi.kanagawa.jp
ryokusei＠city.zushi.kanagawa.jp
総合計画、長期ビジョン
自然環境の保全
行政施策の総合企画・総合調整
緑化の啓発・普及
広域行政 など
資源循環課
sigen＠city.zushi.kanagawa.jp
予算の総括管理
ごみの減量化・資源化の推進
地方交付税 など
都市整備課
都市整備係
046−872−8127
seibi＠city.zushi.kanagawa.jp
施
設
案
内
046−872−8133
zaisei＠city.zushi.kanagawa.jp
環境美化 など
納
税
財政課
046−872−8126
一般廃棄物処理施設整備計画
暮
ら
し
・
仕
事
企画課
046−872−8125
公園、緑地 など
教
育
・
子
ど
も
広報係
環境影響評価
まちづくり条例
健
康
・
福
祉
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
基地対策課
046−872−8134
kichi＠city.zushi.kanagawa.jp
基地対策
五
十
音
索
引
米軍との連絡交渉 など
防災課
市街地整備
046−872−8135
道路の整備・維持管理
bousai＠city.zushi.kanagawa.jp
市有建築物の設計施工
地域防災計画
市営住宅の維持管理
防災訓練
防災助成事業 など
自主防災組織の育成 など
くらしのガイド
歴
史
年
表
9
市
の
概
要
も
く
じ
い
ざ
と
い
う
時
総務課
届
け
出
・
証
明
gakkou＠city.zushi.kanagawa.jp
市議会との連絡
学校の組織
法制事務
児童・生徒の就学
選挙管理委員会 など
学校給食 など
事務のＩＣＴ化
地域情報化施策 など
職員課
syokuin＠city.zushi.kanagawa.jp
職員厚生 など
syakaikyouiku＠city.zushi.kanagawa.jp
成人教育
人権教育
市立学校施設（教室）の開放
池子遺跡群資料館の運営
郷土資料館の運営 など
選挙管理委員会事務局
046−872−8154
管財課
046−872−8138
senkan＠city.zushi.kanagawa.jp
kanzai＠city.zushi.kanagawa.jp
選挙の執行 など
市有財産の管理
市民協働課
庁舎管理
046-872-8156
入札・契約 など
siminkyoudou＠city.zushi.kanagawa.jp
生活安全課
市民協働の推進
046−872−8130
市民活動・コミュニティ活動の推進
seikatuanzen＠city.zushi.kanagawa.jp
Zen の運用
交通安全
お出かけ円卓フォーラム
放置自転車、防犯
生涯学習
狂犬病予防、有害鳥獣消費者保護
国際交流 など
人権啓発、男女共同参画 など
文化スポーツ課
046-872-8157
市庁舎 4 階
議会事務局
gikai＠city.zushi.kanagawa.jp
施
設
案
内
市議会本会議・委員会の議事
会議録作成 など
監査委員事務局
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
046−872−8155
kansa＠city.zushi.kanagawa.jp
事務事業の監査 など
市庁舎 5 階
教育委員会事務局
教育総務課
046−872−8151
歴
史
年
表
kyouiku＠city.zushi.kanagawa.jp
教育委員会の庶務
学校施設、備品の整備 など
市
の
概
要
046−872−8153
職員の配置・任免・賞罰・研修
046−872−8141
五
十
音
索
引
社会教育課
文化財の調査・保護
046−872−8137
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
soumu＠city.zushi.kanagawa.jp
046-872-8140
jouhou＠city.zushi.kanagawa.jp
情報処理に関する調査
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
046−872−8152
情報政策課
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
学校教育課
046−872−8136
10
くらしのガイド
[email protected]
文化振興基本計画
スポーツ推進計画
逗子アートフェスティバル
スポーツの祭典　など
市庁舎外
高齢者センター
046−871−4325
fire＠city.zushi.kanagawa.jp
046−873−2531
消防職員の人事管理
kourei＠city.zushi.kanagawa.jp
消防団 など
高齢者センター事業の企画運営・維持管理・使用許可
など
も
く
じ
消防総務課
い
ざ
と
い
う
時
消防予防課
046−871−4326
相
談
窓
口
yobou＠city.zushi.kanagawa.jp
湘南保育園
046−871−2838
syonan＠city.zushi.kanagawa.jp
火災予防
危険物の許認可 など
消防署
入所児童の保育
046−871−0119
保育園の運営管理 など
honsho＠city.zushi.kanagawa.jp
小坪保育園
0467−22−3435
kotubon＠city.zushi.kanagawa.jp
入所児童の保育
保育園の運営管理 など
児童青少年課（体験学習施設内）
046−873−1111
jidou＠city.zushi.kanagawa.jp
災害の警備及び予防
消防、救助、救急 など
0467−25−4505
kotubob＠city.zushi.kanagawa.jp
災害の警備及び予防
健
康
・
福
祉
消防、救助、救急 など
北分署
046−873−6746
成人式
kitab＠city.zushi.kanagawa.jp
ふれあいスクール など
災害の警備及び予防
046−873−2018
教
育
・
子
ど
も
消防、救助、救急 など
小坪公民館
seisyonen＠city.zushi.kanagawa.jp
0467−24−6204
会館の運営管理・使用許可 など
kotuboc＠city.zushi.kanagawa.jp
環境クリーンセンター
046−871−7870
clean＠city.zushi.kanagawa.jp
収集係
一般廃棄物の収集 など
処理係
一般廃棄物の処理 など
浄化センター
し尿・浄化槽汚泥の収集及び処理 など
河川下水道課施設係（浄水管理センター）
046−872−0192
jousui＠city.zushi.kanagawa.jp
浄水管理センターなどの維持管理
浄水管理センターの放流水の水質管理 など
届
け
出
・
証
明
小坪分署
児童・青少年の育成支援
青少年会館
市
の
機
構
と
仕
事
暮
ら
し
・
仕
事
公民館の運営管理
図書の貸し出し など
沼間公民館
046−872−2449
納
税
numamac＠city.zushi.kanagawa.jp
公民館の運営管理
図書の貸し出し など
教育研究所
施
設
案
内
046−872−2898・9498
kenkyu＠city.zushi.kanagawa.jp
教育に関する調査研究
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
教職員の研修
教育相談 など
図書館
046−871−5998
library＠city.zushi.kanagawa.jp
五
十
音
索
引
図書の貸し出し
図書館の維持管理 など
歴
史
年
表
くらしのガイド
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市
の
概
要
も
く
じ
届 け 出・証 明
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
戸籍に関する届け出
届け出の種類
届け出期間
出 生 届
生まれた日
を含めて14
日以内
死 亡 届
死亡の事実
を知った日
から 7 日以
内
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
届け出る人
届け出場所
婚 姻 届＝届けた日に効
力が生じます
父又は母
生まれた所、本
籍地又は届出人
所在地のうち、
いずれかの市区
町村
①届書 1 通
②印鑑
③母子健康手帳
④各種保険証
（加入者のみ）
①同居してい
る親族
②同居してい
ない親族
の順位で届け
てください。
死亡した所、本
籍地又は届出人
所在地のうち、
いずれかの市区
町村
①届書 1 通
②印鑑
③各種保険証
（加入者のみ）
④国民年金手帳
（加入者のみ）
届書の右半分に医
師の証明を受けて
ください。
結婚する 2 人
2 人の本籍地又
は所在地のうち
いずれかの市区
町村
①届書 1 通
②印鑑（一方は旧姓）
③戸籍謄本又は戸籍全
部事項証明書 1 通
（届出地が本籍地で
ある人は不要）
④各種保険証
（加入者のみ）
⑤国民年金手帳
（加入者のみ）
⑥親の同意書
（未成年者のみ）
⑦運転免許証、パスポ
ートなど
戸籍の筆頭者
及びその配偶
者
現本籍地、新本
籍地又は届出人
の所在地のう
ち、いずれかの
市区町村
①届書 1 通
②印鑑（戸籍の筆頭者
及び配偶者のもの）
③戸籍謄本又は戸籍全
部事項証明書 1 通
（同一市内での転籍
の場合は不要）
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
市
の
概
要
転 籍 届＝届けた日に効
力が生じます
注 意
子どもの名前は、
必ず常用漢字・人
名用漢字・平仮名
・片仮名で書きま
しょう。又、届書
の右半分に医師の
証明を受けてくだ
さい。
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
届け出に必要なもの
結婚生活に入って
も婚姻の届け出を
しなければ法律上
正式な夫婦とは認
められません。な
お、届書に証人
（成年者）2 人の
署名・押印が必要
です。
＊戸籍に関する届け出の際に本人確認をしています。公的機関発行の運転免許証・パスポートなど、本人確認ができるものを必
ず持参してください。
＊この他、養子縁組届・養子離縁届・離婚届などがあります。必要な書類などは問い合わせてください。
＊戸籍の届け出に関連して住所の異動がある場合は、その届け出も必要です。
戸籍住民課
12
くらしのガイド
も
く
じ
住民異動の届け出
届け出の種類
届け出期間
届け出る人
い
ざ
と
い
う
時
届け出に必要なもの
本人又は
同一世帯員
①転出証明書
（前住所の市区町村で発行）
②国民年金手帳
③在学証明書
（前住所の小・中学校で発行）
④住民基本台帳カード
②③④は関係がある人のみ
引っ越しをしてか
ら14日以内
本人又は
同一世帯員
①パスポート（転入する人全員分）
②戸籍謄抄本（ 6 か月以内のもの）
③戸籍の附票の写し（ 6 か月以内のもの）
＊本籍地が逗子市の人は、②③は必要あり
ません。
入国
（外国人が新たに入国した時）
住所を定めた日か
ら14日以内
本人、世帯主
又は家族
①入国した人全員分の在留カード（空港等
で発行されなかった人はパスポート）
転出届
市外又は国外へ引っ越
しをする時
引っ越しをする前
又は引っ越しをし
てから14日以内
本人又は
同一世帯員
①印鑑登録証
②各種保険証
③国民年金手帳
④住民基本台帳カード
①②③④は関係がある人のみ
転居届
引っ越しをしてか
（市内で住所が変わった時） ら14日以内
本人又は
同一世帯員
転入届
引っ越しをしてか
（市内へ引っ越してきた時） ら14日以内
転入届
国外から市内へ引っ
越してきた時
（
（
（
）
）
世帯（主）変更届
世帯主が変わったり世帯
を合併又は分離した時
）
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
住民基本台帳カード
を利用する転入届
＊引っ越しをする人
の住民基本台帳カ
ードを持参してく
ださい。
住民基本台帳カード
を利用する転出届
＊引っ越しをする人
のうちいずれかの
人が住民基本台帳
カードの交付を受
けている必要があ
ります。
変更のあった日か
ら14日以内
引っ越しをしてか
ら14日以内
引っ越しをする前
又は引っ越しをし
てから14日以内
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
①各種保険証
②国民年金手帳
③住民基本台帳カード
①②③は関係がある人のみ
教
育
・
子
ど
も
本人又は
同一世帯員
①国民健康保険証（加入者のみ）
本人又は
同一世帯員
①住民基本台帳カード（交付者全員分）
②国民年金手帳
③在学証明書
＊事前に前住所地に転出の旨郵送などで届
け出をする必要があります。
②③は関係がある人のみ
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
本人又は
同一世帯員
次の内容を記載し住所地の市区町村へ郵送
で転出の届け出をしてください。
①異動年月日
②異動前住所
③異動先住所
④異動する人の氏名・生年月日
⑤連絡先電話番号
その後、転入先に住民基本台帳カードを持
参し、転入手続きをしてください。
＊戸籍・住民基本台帳に関する届け出や証明書請求の際に本人確認をしています。公的機関発行の運転免許証・パスポートなど
本人確認ができるものを必ず持参してください。
＊外国人住民の届け出の際には、在留カード又は特別永住者証明書を持参してください。
＊転入・転居の届け出の際、外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに属する場合などには、世帯主と本人との続柄
を証明できる文書（例えば日本の市区町村で発行された婚姻届け受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、
婚姻証明書など）が必要です。本国の政府等公的機関が発行した証明書は、併せて日本語の翻訳文も必要です。
戸籍住民課
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
くらしのガイド
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市
の
概
要
も
く
じ
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
代理人による確認（即日登録不可）
印鑑の登録と証明
印鑑登録する本人が窓口に来れない場合は、代理人で
の手続きが可能です。その場合、登録する印鑑と登録者
印鑑の登録
本人の自筆の委任状と代理人の印鑑が必要です。代理人
市内に居住し、住民登録をしている15歳以上の人（成
が窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入し、登録する
年被後見人を除く）が登録できます。登録は本人が登録
印鑑を添えて申請してください。本人確認方法は照会書
する印鑑を持参し申請してください。
による確認のみのため、登録完了まで日数が掛かります。
印鑑登録証
本人確認方法
照会書（回答書）による確認
印鑑を登録すると、印鑑登録証が交付されます。印鑑登
登録申請受け付け後、本人の住所宛に照会書を簡易書
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
録証明書の交付を受ける際、登録した印鑑は不要ですが、
印鑑登録証を持参しないと証明書の交付はできません。
留で郵送します。通常 2 ∼ 3 日掛かります。
照会書（回答書）が届き次第、本人が必要事項を記入
し、登録する印を押して持参してください。
照会書（回答書）を持参する人が、申請者本人か代理人
印鑑登録の廃止、改印など
印鑑登録をした印鑑又は印鑑登録証を紛失した時、盗
かによって持参するものが異なるので注意してください。
難にあった時、廃止・改印したい時は、廃止の届け出を
運転免許証などによる確認（即日登録可能）
してください。
印鑑登録する本人が登録する印鑑を持参して、公的機
改印、印鑑登録証の再交付は新規登録と同じ手続きが
関が発行した有効期間内の顔写真付きの免許証・許可書
必要です。
又は身分証明書などを提示すれば、その場で本人確認の
持参するもの
うえ即日登録が可能です。
①新規登録申請に必要なものと同じ
保証人による確認（即日登録可能）
②印鑑登録証
印鑑登録している人が保証人となり、印鑑登録申請書
の保証人欄に住所・氏名・生年月日など必要事項を記入の
登録できない印鑑
教
育
・
子
ど
も
うえ保証人の登録印を押した印鑑登録申請書を印鑑登録
・正しい氏名、氏、名で表されていないもの
する本人が登録する印鑑と共に持参して申請すると即日
・印影の大きさが一辺の長さ 8 ミリの正方形に収まるも
をしている場合は、3 か月以内に発行された印鑑登録証
・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
暮
ら
し
・
仕
事
明書が必要です。
・文字の判読が困難なもの
＊公的機関発行の写真のない健康保険証などの提示で保証人
・印影を鮮明に表しにくいもの
登録が可能です。ただし、保証人が本市以外で印鑑登録
がいない時は、照会書による確認になります。その場合、
登録完了まで日数が掛かります。
納
税
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
歴
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の、又は一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
・外枠が 2 割程度欠けているもの
戸籍住民課
外国人住民の手続き
届け出の種類
届け出期間
届け出に必要なもの
①パスポート
②写真＊（16歳未満は不要）
③在留カード又は特別永住者証明書
④変更した事実が分かる資料
氏名、国籍・地域などを
変更した時
変更の日から14日以内
在留カード又は特別永
住者証明書の紛失・盗
難・滅失時
①パスポート
②写真＊（16歳未満は不要）
その事実を知った日か
③警察署で発行される遺失届受理証明書、盗
ら14日以内
難届受理証明書、消防署で発行されるり
災証明書などの証拠となる資料
【特別永住者】
市戸籍住民課
【中長期在留者】
東京入国管理局
横浜支局
〒236−0002
横浜市金沢区
鳥浜町10−7
045−769−1720
在留カード又は特別永
住者証明書を著しく汚
損又は毀損した時
できるだけ速やかに
特別永住者証明書の
有効期間更新申請
有効期間の満了日が16 ①パスポート
歳の誕生日の人は16歳 ②写真＊
の誕生日の 6 か月前か ③特別永住者証明書
ら、それ以外の人は有 （注）在留カードの更新については、入国管 ＊縦 4 ㎝×横 3 ㎝の
証明用写真 1 枚。
理局へ問い合わせてください。
効期限の 2 か月前から
戸籍住民課
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①パスポート
②写真＊（16歳未満は不要）
③在留カード又は特別永住者証明書
届け出場所
も
く
じ
証明書の請求
証明書が必要な時は、戸籍住民課窓口に用意してある
申請書に記入して請求してください。
証明書の種類
戸籍の全部事項証明書
（戸籍謄本）
戸籍の個人事項証明書
（戸籍抄本）
除籍、改製原戸籍の
謄本・抄本
正当な理由なくして他人の戸籍謄本・抄本、住民票の
写しなどはとれません。
請求できる人
・本人又はその配偶者、
直系親族
・正当な理由のある人
手数料
持参するもの
相
談
窓
口
1 通 450円
請求者の本人確認がで
・本人又はその配偶者、
直系親族
・正当な理由のある人
きる公的機関発行の写
1 通 750円
真付きの書類（運転免
許証、パスポートなど）
1点
住民票の写し
（除票含む）
家族全員
家族の一部
・本人又は同一世帯員
・正当な理由のある人
1 枚につき 200円
世帯員全員の場合
4 人まで 200円
5 ∼ 8 人 400円
又は写真のない書類
（健康保険証、年金手帳
など）2 点
＊請求理由によっては
追加で説明資料が必
戸籍の附票の写し
・本人又はその配偶者、
直系親族
・正当な理由のある人
身分証明書
・本人
1 通 200円
戸籍記載事項証明書（注 1 ）
・本人又はその配偶者、
直系親族
・正当な理由のある人
1 通 350円
届出人
1 通 350円
印鑑登録証を持参した人
1 通 200円
印鑑登録証
1 枚 500円
1 ．印鑑
2 ．顔写真（ 6 か月以
内に撮影した、正面・
無帽・無背景のもの、
縦4. 5cm×横3. 5cm）
身分証明書として利用
する人は、顔写真を持
参してください。
戸籍届出の受理証明書
印鑑登録証明書
住民基本台帳カード
公的個人認証サービスに係
る電子証明書
原則本人
原則本人
1 枚につき 200円
1 枚 500円
い
ざ
と
い
う
時
要な場合があります。
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
住民基本台帳カード（注 2 ）
＊本籍地が他の市区町村にある人で戸籍の謄本・抄本などが必要な人は、直接本籍地へ請求してください。郵便による請求もで
きます。詳細は16ページを参照してください。
＊住民票の写しを請求する時は、本籍・続柄（外国人住民は国籍・地域、在留資格など）の記載が必要かどうか提出先に確かめ
てください。
（注 1 ）戸籍記載事項証明書のうち、届書の記載事項証明書は、用途が限られています。
（注 2 ）住民基本台帳カードが写真なしの場合、併せて公的機関発行の顔写真付き免許証などを持参してください。顔写真付き
本人確認書類がない場合、即日交付できません。
戸籍住民課
くらしのガイド
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く
じ
い
ざ
と
い
う
時
郵便請求に必要なもの
郵便による請求
①必要事項（下記の表）を記入した請求書
住民票は住所地の市区町村に、又、戸籍関係（戸籍の
附票、身分証明書を含む。）は本籍地の市区町村に郵便
で請求する事ができます。
②手数料分の定額小為替（郵便局で購入）
＊定額小為替は、手数料と同額の証書に限ります。
③返信用封筒（住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの）
④請求者本人の運転免許証、健康保険証（有効期限内の
もの）などの写し（写しは住所が記載されている面も
含める。住所変更がある場合は変更事項が記載されて
相
談
窓
口
いるもの）
記入事項
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
区分
住民票
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
市
の
概
要
請求の内容
請 求 の 理 由
①住所及び世帯
主氏名
②世帯全員か一
部かの区分
具体的な理由を書いてくだ
一部の場合
は必要な人
の氏名
籍・地域、在留資格など）
請求者の住
所・氏名・生
年月日及び
連絡先電話
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
請求者氏名など
番号を書い
て押印をし
てください。
戸 籍
①本籍地及び戸
籍の筆頭者氏
名
②謄本か抄本か
の区分
抄本の場合
は必要な人
の氏名
必要通枚
各 手 数 料
1 枚につき 200円
世帯全員の場合
4 人まで 200円
5 ∼ 8 人 400円
さい。
住民票の場合、本籍、世帯
主・続柄（外国人住民は国
（ 市区町村によ
り異なります）
の記載が必要かを明記して
ください。又、外国人住民
必要な通数
は在留資格などの個別事項
を記入して
を任意で選択する場合、事
ください。
前に問い合わせてくださ
い。
＊明記していない場合は、
本籍、世帯主・続柄、国
籍・地域、在留資格など
①戸籍の全部・
個人事項証明書
1 通 450円
②除籍・
改製原戸籍
1 通 750円
は省略。
＊戸籍を電算化している市区町村では、戸籍謄本→戸籍の全部事項証明、戸籍抄本→戸籍の個人事項証明と名称が変わります。
戸籍住民課
住民基本台帳ネットワークシステム
公的個人認証サービス
インターネットを利用した申請・届け出の際の本人確
住民基本台帳カードの交付
認、申請内容の改ざん防止を行うサービスです。利用す
希望者に住民基本台帳カードを交付します。
る際は、住民基本台帳カードが必要です。詳細は問い合
15ページの表を参照。
わせてください。
住民票の写しの広域交付
住民基本台帳カード、運転免許証などを提示する事に
よって、逗子市以外でも住民票の写し（戸籍の表示を省
略したもの）を取得できます。
転入・転出手続きの簡素化
住民基本台帳カードを利用した転出届（転入届の特例）
を郵送で行い、住民基本台帳カードを引っ越し先の市区
町村の窓口で提示して転入届を行う事で、転入時の 1 回
だけ窓口に行けば済みます。
13ページの表を参照。
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戸籍住民課
証明書の事前予約
も
く
じ
住民票の写しのインターネット予約
市役所が開いている時間内に窓口に来られない人には、
電話予約
インターネットで住民票の写しの予約を受け付け、夜間
取りたい証明書類があるけれど開庁時間に市役所に行
やその週の土曜・日曜・休日、年末年始にも受け取る事が
けない人には、その日電話で予約した証明書類を、時間
を延長してお渡しします。小坪小学校区コミュニティ
センター・沼間小学校区コミュニティセンターでも受
け取る事ができます。
対象となる証明書類
①住民票の写し（本人又は同一世帯の人）
＊受け取りの際は、本人確認ができる運転免許証など
の書類が必要です。
②戸籍の附票の写し（本人又はその配偶者・直系親族。同
一戸籍の人に限る）
＊受け取りの際は、本人確認ができる運転免許証など
の書類が必要です。
③印鑑登録証明書（本人又は代理人）
＊予約する時、登録番号をお知らせください。
＊受け取りの際は印鑑登録証（カード）が必要です。
④税関係の証明書（本人又は同一世帯の人）
＊受け取りの際は、本人確認ができる運転免許証など
の書類が必要です。
＊住宅用家屋証明書を除きます。
受け取り場所・時間
⃝市役所
・平日の17：00∼翌朝の 8：30…市役所 1 階警備員室
＊当日の 8：30∼16：00に①②③は戸籍住民課へ、④は
課税課・納税課へ、いずれも電話で予約。
・土曜・日曜・休日の 8：30∼翌朝の 8：30…市役所 1 階警
備員室
＊月∼木曜日は 8：30∼17：00に、金曜日は 8：30∼16：00
できます。
予約（受け取り）できる人
本人又は同一世帯の人
予約できるもの
住民票の写しのみ（附票は窓口で請求してください）
市
の
機
構
と
仕
事
⃝平日の予約で当日受け取り希望の場合
…当日の16：00までに申し込み
→17：00までに確認メールを送信
⃝その週の土・日曜日に受け取り希望の場合
…月∼木曜日（24時間）及び金曜日の16：00までに申し
込み
→17：00までに確認メールを送信
⃝休日・年末年始の閉庁日に受け取り希望の場合
届
け
出
・
証
明
受け取り希望日の直前の平日16：00までに申し込み
→17：00までに確認メールを送信
＊申し込みが16：00を過ぎた場合や閉庁日の場合は、
希望日に受け取れません。翌日以降最も近い平日の
健
康
・
福
祉
8：30∼10：00に確認メールを送信します。
教
育
・
子
ど
も
受け取り場所
市役所本庁舎のみ
受け取り時間
平日 17：00∼翌朝の 8：30
休日（土・日曜日、年末年始の閉庁日を含む）
8：30∼翌朝 8：30
＊受け取りの際は、本人確認ができる運転免許証などの
書類が必要です。
＊支払いの際はお釣りのないように、小銭を用意してく
ずれも電話で予約。
⃝小坪小学校区コミュニティセンター・沼間小学校区コ
＊受け取り日に証明書類を取りに来られない場合は、改
ミュニティセンターの各窓口
相
談
窓
口
予約申し込み時間
に①②③は戸籍住民課へ、④は課税課・納税課へ、い
・休館日を除く平日 １７：００～２１：００
い
ざ
と
い
う
時
ださい。
めて申し込んでください。
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
戸籍住民課
施
設
案
内
＊当日の 8：30∼11：00に①②③は戸籍住民課へ、④は
課税課・納税課へ、いずれも電話で予約。
・休館日を除く土曜・日曜・休日 9：00∼21：00
＊月∼木曜日は 8：30∼17：00に、金曜日は 8：30∼11：00
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
に①②③は戸籍住民課へ、④は課税課・納税課へ、い
ずれも電話で予約。
＊支払いの際はお釣りのないように、小銭を用意してく
ださい。
＊予約した日に証明書類を取りに来られない場合は、改
五
十
音
索
引
めて申し込んでください。
戸籍住民課、課税課、納税課
歴
史
年
表
くらしのガイド
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健 康・福 祉
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
健康診査
健康を守るために
集団健診（検診）
逗子市保健センター又は葉山町保健センターで各種が
妊娠した時には
ん検診・特定健診・高齢者健診を行っています。（特
妊娠したら子育て支援課で母子健康手帳の交付を受け
ぶんベん
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
てください。母子健康手帳は、妊娠、分娩の経過や子ど
もの成長、健康状態、予防接種などを記録するものです。
指定医療機関で行っています。
妊娠や出産、育児の不安をなくし、健康で元気な赤ち
健康相談、食事相談・健診結果相談
ゃんを生み育てる事を目的として、母親（両親）教室を
国保健康課健康係で行っています。
年間 4 回開催しています。1 回 4 日間コースです。他に、
土曜日開催コース（赤ちゃんのお風呂教室、1 回 1 日コ
ース）もあります。日程・場所などは母子健康手帳交付
時に配付するちらし又は、広報ずし誌面で確認できます。
赤ちゃん手帳
てください。赤ちゃん手帳には予防接種や各種健康診査
の予定表、問診票が入っています。
乳幼児の健康診査や相談
方法、離乳食などの相談を行っています。日程、場所な
どを広報ずしで確認してから受けましょう。健診や相談
を受ける時は必ず母子健康手帳を持参してください。
子育て支援課
生活習慣病の予防
けい
かの方法で、年度ごとに 1 回（子宮頸がん・乳がんにつ
いては偶数歳で 2 年に 1 回）受けられます。対象年齢は、
子宮頸がんは20歳以上、骨密度は30歳以上、その他は40
歳以上です。
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
市
の
概
要
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くらしのガイド
医療援護制度
低出生体重児（条件あり）で生まれた時や、特定の病
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 赤ちゃんが生まれた時は、赤ちゃん手帳の交付を受け
各種がん検診などを、集団検診又は個別検診のいずれ
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
国保健康課
気にかかった場合には、医療援護制度があります。
又、電話相談も受け付けています。
施
設
案
内
市ホームページでお知らせします。
個別健診（検診）
母親（両親）教室
乳幼児の健康を守るために、発育状況の健診や育児の
納
税
定健診は加入している健康保険者が実施）
＊検診日程などの詳細は広報ずし、「健診ナビ」、
＊低出生体重児は市子育て支援課。
0467−24−3900
国民健康保険
も
く
じ
介護納付金分の保険料
40歳以上64歳以下の人（第 2 号被保険者）は、前年の
国民健康保険（国保）
所得などを基に計算される医療給付分（医療分）及び後
職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期
期高齢者支援金分（支援金分）と、介護納付金分（介護
高齢者医療保険などの加入者とその被扶養者、生活保護
分）を合わせた国民健康保険料を納めます。
世帯の人以外は、全員が加入します。又、長い間会社な
40歳未満の人
どに勤めていた人が退職した時、本人とその被扶養者を
40歳以上64歳以下の人 保険料は医療分及び支援金分と
対象とした退職者医療制度があります。
＊加入、脱退、変更、その他保険証をなくした時などの
届け出は、いずれも事実発生の日から14日以内に必ず
行ってください。届け出には、認め印、保険証（加入
する時は除く）
、運転免許証などの身分証明書が必要で
す。
国保の保険給付
療養の給付
被保険者が病気やけがで治療を受けた時、自己負担金
保険料は医療分及び支援金分を納付
介護分を合算した額を納付
65歳以上の人
保険料は医療分及び支援金分を納付
市
の
機
構
と
仕
事
課へ。
＊詳細は保険料の決定通知書などをご覧ください。
後期高齢者医療保険
県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と連
携しながら制度を運営しています。
75歳以上の人（65∼74歳で一定の障がいの状態である
事により広域連合の認定を受けた人）は、それまで加入
療養費の支給
していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失
た時などは、病院などの領収書と診療報酬明細書（レセ
プト）を添えて国保健康課に申請すれば、後日差額分が
相
談
窓
口
＊ただし、介護保険料は別途納めます。詳細は介護保険
を除いた医療費が給付されます。
やむを得ない事情で保険証を提示しないで治療を受け
い
ざ
と
い
う
時
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
し、後期高齢者医療保険の被保険者となります。
国保健康課
支給されます。
教
育
・
子
ど
も
海外療養費の支給
被保険者が海外渡航中に治療を受けた場合に、療養費
を支給する制度です。申請方法などは、海外渡航前に問
い合わせてください。
高額療養費の支給
暮
ら
し
・
仕
事
該当する人には、はがきで通知します。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産した時に支給されます。妊娠 4 か月以
上の死産・流産も対象になります。
葬祭費の支給
納
税
被保険者が死亡し、葬祭を行った時に支給されます。
交通事故と国保
交通事故による治療は、加害者が全額を損害賠償金と
施
設
案
内
して負担するのが原則です。市が保険給付した額を被害
者に代わって加害者に請求します。保険証を使用する前
に、必ず届け出をしてください。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
限度額適用認定証の交付
限度額適用認定証を医療機関窓口に提示すれば、自己
負担限度額までの支払いになります。事前に申請してく
ださい。
五
十
音
索
引
高齢者が病気で治療を受ける場合
70歳以上75歳未満の人は高齢受給者証が必要です。高
齢受給者証は、国民健康保険加入者に市から送付されま
歴
史
年
表
す。
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の
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要
も
く
じ
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
国民年金
国民年金は、公的年金制度の土台として全国民共通の
基礎年金を支給する制度で、老齢に達した時、又、障が
い者や母子家庭になった時の生活の大きな支えになるも
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
国民年金に必ず加入する人
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で、次に該当
自営業の人、自由業の人、厚生年金な
暮
ら
し
・
仕
事
厚生年金や共済組合に加入している人
（会社、役所、学校などに勤めている人）
第 3 号被保険者
厚生年金などの被用者年金に加入（第
2 号被保険者）している人の被扶養配偶者
＊第 1 号被保険者は次のような時には、必ず市へ届け出
てください。
・住所・氏名に変更があった時
（配偶者を扶養している場合は、配偶者の届け出も必
要です）
・任意加入者が国民年金を脱退する時
希望すれば加入できる人（任意加入）
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
・国外に住んでいる日本国籍を有する20歳以上65歳未満
の人
国民年金から支給される年金など
老齢基礎年金
保険料を納めた期間（免除期間などを含む）が原則と
納
税
して25年以上ある人が、65歳に達した時に支給されます。
障害基礎年金
病気やけがにより、一定の障がいの状態になった時に
支給されます。
施
設
案
内
遺族基礎年金
加入者が死亡した場合、その人と生計を同じくしてい
た子（18歳未満か20歳未満の障がい者）のある妻、又は
子に支給されます。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
寡婦年金
五
十
音
索
引
死亡一時金
保険料を納めた期間と免除の期間を合算して25年以上
ある夫が年金を受けないで死亡した場合、その妻（婚姻
期間10年以上）に60歳から65歳になるまで支給されます。
保険料を 3 年以上納めた人が年金を受けないで死亡し
た場合、その人と生計を同じくしていた遺族に支給され
ます。
歴
史
年
表
市
の
概
要
申請免除
所得が低いなどの理由で申請し、承認された場合
・学生納付特例
学生本人の所得が一定基準以下の場合
本人、配偶者の所得が一定基準以下の場合
どの被用者年金に加入していない人、学生、無職の人
第 2 号被保険者
・死亡した時
教
育
・
子
ど
も
法で定められている要件に該当した場合
・若年者納付猶予（30才未満の人）
する人。
・厚生年金や共済組合など脱退した時
健
康
・
福
祉
法定免除
・保険料免除（全額・半額・1/4・3/4 免除）
のです。
第 1 号被保険者
保険料を納めるのが困難な人（免除制度）
20
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なお、保険料の免除又は納付特例を受けた人が将来、
保険料を納める場合は、10年前まで遡って追納できます。
国保健康課
生活に困っている時
暮らしに心配事がある時
福祉事務所では、生活に困っている人、障がいのある
人、高齢者、ひとり親家庭などの福祉の増進のための各
種相談や援助を行っています。又、民生委員・児童委員、
も
く
じ
小児医療費の助成
0 歳児の入院と通院、1 歳∼小学校 3 年生（ 9 歳到達
後最初の
3
月31日まで）の入院と通院（所得制限あ
り）、小学校 4　年生から中学校卒業までの入院の医療
費（所得制限あり）の一部負担金が助成されます。
社会福祉協議会などと連携し、広く地域福祉の充実・向
ひとり親家庭等福祉手当
上に努めています。気軽に訪ねてください。
ひとり親家庭などで、18歳未満の児童（年度途中にお
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、行政機関や福祉施設などと連
いて18歳に達した人を含む）
、20歳未満である程度の障が
れます。（所得制限あり）
交通遺児見舞金
どの相談に応じます。気軽に相談してください。
交通事故（自動車、電車、船舶、航空機などを含む）
資産、能力、扶養義務者の援助、その他あらゆるもの
により、両親又はどちらか一方の生計中心者を失った18
歳未満の遺児に交通遺児見舞金が支給されます。
子育て支援課
を活用しても健康で文化的な生活の維持が困難な人（世
帯）は、生活保護法の基準により不足分を補う給付を受
保育所に子どもを預ける時
ける事ができます。
保護者が仕事や病気などにより、児童の保育ができな
生活保護の受給には、急迫の場合を除き、申請が必要
です。申請前の面接相談、申請後の資産調査・扶養義務
者の調査・病状調査などに基づき保護が必要であるかを
判定します。
保護受給中には、生活の中で守る事や諸書類の提出義
務、定期的な家庭訪問があります。又、受けられる減免
措置があります。
※生活保護に至る前の段階の様々な事情で生活に困って
いる人（生活困窮者）は、相談支援員による解決に向け
た相談・支援を受けることができます。（社会福祉協議
会）
社会福祉課
子育て
児童手当
相
談
窓
口
いの状態にある人に、ひとり親家庭等福祉手当が支給さ
絡・協力をし、地域の福祉充実のため、生活に困ってい
る人や高齢者、障がいのある人、児童、ひとり親家庭な
生活に困っている時
い
ざ
と
い
う
時
い時には下記の保育所が利用できます。保育料は、各家
庭の収入状況に応じて決定されます。
〈市内の保育所〉
湘南保育園
池子 2 −11− 9
046−871−2838
小坪保育園
小坪 5 −22− 5
0467−22−3435
双葉保育園
久木 2 − 7 − 2
046−871−2793
沼間愛児園
沼間 1 −21−10
046−871−2669
桜山保育園
桜山 5 −15− 2
046−873−7222
湘南アイルド
逗子1-1-3
逗子保育園　湘南ビル５階
046-873-9536
保育所では通常保育以外に地域の児童福祉強化のため、
一時預かり（双葉保育園、沼間愛児園、桜山保育園）、
育児相談（湘南保育園、小坪保育園、双葉保育園、沼間
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
愛児園、桜山保育園）などを行っています。
詳細は実施している保育所へ問い合わせてください。
保育課
中学校終了前（15歳到達後、最初の 3 月31日まで）の
施
設
案
内
児童を養育している人に児童手当が支給されます。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
児童扶養手当
ひとり親家庭などで、18歳未満の子ども（年度途中に
おいて18歳に達した人を含む）を養育している人に児童
扶養手当が支給されます。ただし所得が一定基準を超え
五
十
音
索
引
る時は、減額支給又は支給停止になります。
特別児童扶養手当制度
知的障がい（知能指数おおむね50以下）又は身体障が
い（身体障害者手帳 1 級、2 級、3 級及び 4 級の一部）を
歴
史
年
表
もつ20歳未満の児童を養育している人に特別児童扶養手
当が支給されます。ただし所得が一定基準を超える時は
支給停止になります。
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じ
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
介護、高齢者
介護保険制度
施設サービス
・介護老人福祉施設（在宅での介護が困難な人）
・介護老人保健施設（リハビリテーションなどを受け
る人）
介護保険制度は、介護を必要とする本人や家族の負担
・介護療養型医療施設（病気の看護や、認知症の人）
を社会全体で支え合うために設けられました。65歳以上
＊介護保険制度や各サービスの利用方法など、詳細は問
の人で寝たきりなどで介護が必要になったり、体が不自
い合わせてください。
由で生活に支援が必要な場合は申請を行い、どの程度の
介護が必要なのか、要介護認定を受けたうえで、介護保
険のサービスを利用する事ができます。
40∼64歳で介護保険の特定疾病に該当する人も対象に
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
なります。
介護保険料
65歳以上の人（第 1 号被保険者）
保険料の額は所得によって異なりますが、年金から差
し引かれて納める事になります。ただし、受給している
年金が年額18万円未満の人や65歳になったばかりの人は、
市から送付する納付書で納める事になります。
40歳∼64歳の人（第 2 号被保険者）
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
国民健康保険や健康保険などに加入している医療保険
日常生活上の支援を必要とする高齢者に、次の在宅福
祉サービスを行っています。なお、各サービスには利用
対象基準などがあるので介護保険課へ問い合わせてくだ
さい。
・福祉配食サービス
・寝具乾燥サービス
・福祉緊急通報システム
の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険
・紙おむつの支給
料と併せて納めます。
・徘徊高齢者 SOS ネットワーク
介護保険制度で利用できるサービス
介護保険制度では、要介護認定の判定結果により、原
則として、次のサービスを利用する事ができます。
在宅サービス
・（介護予防）訪問介護（ホームヘルプサービス）
はいかい
・徘徊高齢者探索器の貸与
介護保険課
地域の相談窓口
地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣
れた地域で生活ができるよう支援するための機関で、介
・（介護予防）訪問入浴介護（入浴サービス）
護・福祉・医療・権利擁護などについてのさまざまな相談
・（介護予防）訪問看護
に応じています。住んでいる地域を担当している地域包
・（介護予防）訪問リハビリテーション
括支援センターに相談してください。
・（介護予防）居宅療養管理指導
逗子市社会福祉協議会地域包括支援センター
・（介護予防）通所看護（デイサービス）
・（介護予防）通所リハビリテーション（デイケア）
担当地域 逗子 3・4 丁目、桜山、沼間、池子
046−872−2480
・（介護予防）短期入所生活介護（ショートステイ）
清光会逗子市地域包括支援センター
・（介護予防）短期入所療養介護（ショートケア）
担当地域
・移送サービス
・有料老人ホームなどでのサービス
・（介護予防）福祉用具貸与
・特定（介護予防）福祉用具販売
・（介護予防）住宅改修費の支給
・介護サービス計画の作成
地域密着型サービス
・（介護予防）認知症対応型通所介護（デイサービス）
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護（グループ
ホーム）
・地域密着型特定施設入居者生活介護
歴
史
年
表
市
の
概
要
高齢者在宅福祉サービス
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逗子 1・2・5・6・7 丁目、山の根、久木、小坪、
新宿
046−870−6980
障がい者
も
く
じ
その他の障がい者支援
自立支援医療（更生医療）
・育成医療の給付、補装具購
身体障がいのある人の支援
入・修理費用の補助、バス・旅客運賃の割り引き、高速道
身体に障がいがあるため、日常生活や社会生活に制約
路の割り引き、放送受信料の減免、日常生活用具購入費
を受けている人に身体障害者手帳が交付されます。
障がいの種類や程度により一定の基準で、いろいろな
支援を行っています。気軽に相談してください。
知的障がいのある人の支援
助成、手話通訳者・要約筆記者の派遣などがあります。
障がい福祉課
ター又は児童相談所で障がいの程度を総合的に診断し、
日時 毎週水・木曜日（休日、年末年始を除く）
13：00∼17：00予約制
場所 逗葉地域医療センター内 歯科診療室
池子字桟敷戸1892−6
046−873−2368
判定しています。
この結果により希望する人に療育手帳が交付されます。
判定を希望する人（保護者）は申し出てください。
精神障がいのある人の支援
相
談
窓
口
障がい者（児）歯科診療
知的障がいのある人が、さまざまな制度や障害福祉
サービスを受けやすくするため、県立総合療育相談セン
い
ざ
と
い
う
時
対象
046−870−5591
障がいのある人や、車椅子を使用している人、寝
たきりの人などで治療に来所できる人
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
国保健康課
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期に
わたり日常生活又は社会生活への制約がある人に精神障
健
康
・
福
祉
害者保健福祉手帳が交付されます。
市では、精神障害者保健福祉手帳の新規・更新などの
申請手続き、自立支援医療（精神通院）の新規・継続など
の申請手続きなどに応じています。
教
育
・
子
ど
も
障害福祉サービス
障がいのある人が障がいの程度や社会活動、介護など
の状況を踏まえてサービスを受ける事ができます。希望
する人は相談してください。
暮
ら
し
・
仕
事
サービスの種類
（1）訪問系サービス
居宅介護、行動援護など
（2）日中活動系サービス
生活介護、就労継続支援など
納
税
（3）居住系サービス
グループホーム、施設入所支援など
心身障がい者（児）手当
施
設
案
内
身体障害者手帳 1 ∼ 3 級、重度の知的障がい者（児）、
精神障害者保健福祉手帳 1 級、2 級の人を対象に手当を
支給します（所得制限あり）。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
特別障害者手当・障害児福祉手当
重度の障がい又は精神の障がいによって常時介護を必
要とする状態にある人を対象に手当を支給します。
40∼64歳で介護保険の特定疾病に該当する人も対象に
五
十
音
索
引
なります。
神奈川県在宅重度障害者等手当
4 月 1 日現在、県内に 1 年以上居住している在宅の重度
歴
史
年
表
障がい者に手当を支給します（年齢などによる制限あり）
。
くらしのガイド
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教 育・子 ど も
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
幼稚園・学校教育
幼稚園の保育料の補助
私立幼稚園児の保護者の経済的な負担を軽減するた
め、次のような制度があります。補助に関する申請書類
高校生に対する奨学金
教育委員会では、経済的な理由により高等学校への就
学が困難な家庭の生徒を年に 1 回奨学生として採用し（人
数制限あり）、奨学金を給付しています。給付の対象は、
市内に居住し、学業成績が良好で品行方正な、高等学校
届
け
出
・
証
明
等は、園児が通園する幼稚園を通じて保護者のお手元に届
健
康
・
福
祉
∼ 5 歳児の保護者に補助金を支給します。
お困りの家庭に、学費の一部を援助します。援助を希望
所得に応じて保育料などを補助
する保護者は、学校教育課へ申し出てください。
きます。
所得に関わりなく園児の保護者に保育料を補助
6 月 1 日現在市内に居住し、幼稚園に在園している 3
一定の所得以下で、市内に居住し、幼稚園に在園して
いる 3 ∼ 5 歳児の保護者が納入する保育料などを補助し
教
育
・
子
ど
も
ます。
暮
ら
し
・
仕
事
転入
小・中学生が転出・転入をする場合
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
歴
史
年
表
支給費目
学用品費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費、学
めがね購入費、学校徴収金 他
学校教育課
新たに市内に居住する家庭に就学児童・生徒がいる場
市立小学校の施設などを活用して、放課後の児童の遊び場「ふ
合は、必ず戸籍住民課で転入手続きをしたうえで、学校
れあいスクール」と、乳幼児とその保護者の交流の場「ほっとス
ペース」を開設しています。逗子・久木ほっとスペースは
教育課で転入学手続きをしてください。その際、前住所
参してください。
市内転居
通学区域外に転居した時は、戸籍住民課での転居手続
ふれあいスクールと同じ場所で開設、小坪ほっとスペースは小坪
親子遊びの場、沼間ほっとスペースは沼間親子遊びの場で、池子
ほっとスペースは体験学習施設内で開設しています。
ふれあいスクール
逗子小学校ふれあいスクール
046−873−4040
久木小学校ふれあいスクール
046−873−9090
戸籍住民課で転出届をする前に、学校教育課で転退学
小坪小学校ふれあいスクール
0467−25−1319
の手続きをしてください。その際、転出先の住所・学校
沼間小学校ふれあいスクール
046−873−0446
名・退学理由などを記入していただきます。
池子小学校ふれあいスクール
046−872−9686
をしてください。
市外へ転出
小・中学校の特別支援学級への就学
市立小・中学校に特別支援学級が設置されています。就
学を希望する児童・生徒の保護者は相談してください。
市外の公立小・中学校又は
私学などへ就学させたい場合
子どもは、住宅地の市区町村の教育委員会が指定する
小学校又は中学校に就学する事になっていますが、やむ
ほっとスペース
（火）
（金）第2・4（土）
逗子ほっとスペース
久木ほっとスペース
小坪ほっとスペース
沼間ほっとスペース
9：30∼12：00
（月）
（木）
10：00∼12：00
（月）
（水）
（金）
10：00∼15：00
（月）
（水）
（木）
10：00∼15：00
を得ない理由で本市以外の公立小・中学校又は私立の学
校などへ就学する場合は申し出てください。
市
の
概
要
経済的理由で市立小・中学校の児童・生徒の就学費用に
ふれあいスクール、ほっとスペース
きをしたうえで、学校教育課で転退学と転入学の手続き
施
設
案
内
義務教育における就学援助
校給食費、学校病（トラコーマ、結膜炎など）の医療費、
保育課
地の学校の「在学証明書」
「教科用図書給与証明書」を持
納
税
（通信制を除く）に就学する生徒です。
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池子ほっとスペース
・プレイルーム
(月)(水)(木)(土)
10:00～17:00
＊11～１月は16:00まで
・乳幼児プレイルーム
（ママ・パパの部室）
(月)(水)(金)(日)
10:00～14:00
＊日曜日は12:00まで
046−873−4040
046−873−9090
0467−25−1198
046−872−6084
046-873-8582
文化・スポーツ
青少年育成
青少年の健全な育成と活動の支援は、児童青少年課が
中心となり、青少年指導員など地域の人々の協力を得て
進めています。
こどもの日のつどい
こどもの日に逗子海岸で砂の芸術や靴とばし大会など
を行います。
逗葉地区青少年音楽祭
逗子市と葉山町の青少年が音楽を通じて交流と連携を
も
く
じ
体力づくり
競技大会
市民体育大会、地域対抗球技大会、市内一周駅伝競走
大会など。
スポーツ・レクレーション活動
健康まつり市民運動会、市民レクレーション大会、海
岸を走る会など。
クラブ育成とスポーツ教室
ジュニアからシニアまでを対象にした、各種のクラブ
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
活動育成とスポーツ教室など。
文化スポーツ課
市
の
機
構
と
仕
事
図ります。
サマーアドベンチャー伊香保
市内の中学校 1 年生が林間学校を通じて、渋川市伊香
保町の子どもたちと交流します。
届
け
出
・
証
明
児童青少年課
市民文化推進
市民文化推進
健
康
・
福
祉
市民の主体的な文化活動を支援するため、文化プラザ
ホールの運営をはじめ、さまざまな事業を推進していま
す。
逗子アートフェスティバル
教
育
・
子
ど
も
地域文化の祭典となる逗子アートフェスティバルの開
催を推進します。
文化スポーツ課
暮
ら
し
・
仕
事
文化財保護
私たちの祖先が大切に守り伝えてきた文化財は、郷土
の歴史・文化の研究に欠かせず、人の心を豊かにしてく
れます。貴重な文化財を大切にしましょう。
埋蔵文化財包蔵地内での工事は、法定の手続きが必要
納
税
です。市内で工事を計画する際は、事前に問い合わせて
ください。
社会教育課
施
設
案
内
生涯学習
市民の皆さんが自ら学び、創造する学習の場を提供し
ています。気軽に参加してください。
ずし楽習塾
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
市民や市民グループが講師を務めたり、企画運営を行
う「学びあい、教えあい、ふれあい」の場です。
ずし生涯学習ガイドブック
市又は市民団体などが行う講座・イベントや学習サー
五
十
音
索
引
クルなどを案内する冊子です。
市民協働課
歴
史
年
表
くらしのガイド
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・
証
明
勤労者生活資金融資制度
中央労働金庫と提携して、市内に居住している勤労者
に必要な生活資金を融資します。
対象となる人
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
・逗子市に居住している人
・同一事業所に 1 年以上勤務し、償還能力のある人
・市税を滞納していない人
市
の
概
要
開発事業
建築物や工作物の建築を目的とする300m2以上の土地
の区画や形質の変更を行うものは、市との事前協議が必
医療費、出産費、教育費、冠婚葬祭費、耐久消費財購
要です。又、一定規模（高さ10m、戸数 8 戸、延床面積
入費、増改築費、賃金遅配欠配資金。
1, 000m2）以上の建築物などを建築する場合も、建築確認
融資の条件
申請の前に市との協議が必要となります。
・融資利率は自動車資金年1. 8％、教育資金年1. 7％、
その他年1. 8％
開発事業には事前協議が必要
市では、独自の条例（逗子市まちづくり条例、逗子市
の良好な都市環境をつくる条例、逗子市景観条例）を設
・融資期間は 5 年以内
けて、事業主に一定の手続きを義務付け、公共公益施設
・償還方法は元利均等月賦償還
の設置や管理などについて協議し、環境保全や景観への
申請
配慮、良好な住環境保全に努めています。事業主、土地
県内にある中央労働金庫各支店に申し出てください。
中央労働金庫横須賀支店 046−823−1770
所有者は、事業計画の段階で相談してください。
まちづくり課
経済観光課
崖崩れの恐れがある時
事業資金の融資
崖崩れのチェックポイントは次の 3 つです。
「神奈川県小規模事業資金」及び「小口零細企業保証資
・崖からの水が濁る
金」の融資を受けた市内の事業者に、100％の信用保証料
・崖に亀裂が入る
を補助します。
（限度額年10万円）
・小石がパラパラ落ちてくる
逗子市商工会 046−873−2774
このような時は、都市整備課又は県横須賀土木事務所
046−853−8800へ連絡してください。
崖崩れの防止対策は、本来、土地の所有者や管理者も
緑の保全
しくは占有者、又は被害を受ける恐れのある人の責任で
保存樹林指定制度
行うのが原則ですが、次のような制度もあります。
市街化区域内に、一団で300m 以上の山林を所有する
2
人と市が契約を結び、奨励金を交付しています。
保存樹木指定制度
一定の基準を満たす巨木や高木などを所有する人に、
急傾斜地の指定
崖の傾斜が、30度以上高さが 5 メートル以上で、崖が
崩れた場合被害が発生する恐れのある人家が 5 戸以上あ
る急傾斜地は、県より急傾斜地崩壊危険区域に指定され
奨励金を交付しています。
工事実施基準に基づき、順次工事が行われます。
生け垣推進奨励制度
防災工事の助成
道路沿いに生け垣を新たにつくろうとしている人に、
歴
史
年
表
の一部を助成します。
緑政課
・融資限度額は 1 世帯につき150万円
教
育
・
子
ど
も
道路から見える建築物などの壁面、バルコニー、ベラ
ンダなどの緑化をする場合、植栽及び施行に要した費用
次の全ての条件を満たしている人。
対象となる融資使途
健
康
・
福
祉
壁面緑化推進奨励制度
生け垣用苗木を配付しています。
又、ブロック塀などを取り壊して生け垣をつくる人に、
塀の撤去費用の一部を助成します。
26
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崖崩れ、立木の倒壊などを防除するため、防災工事や立
木の伐採を行う人に、工事費用の一部を助成しています。
都市整備課
土地利用の制限
都市計画法により、市域全体を市街化区域と市街化調
整区域に区別しています。これは、無秩序な市街化を防
止し、計画的な市街化を図るためのものです。
市街化区域とは
既に市街地を形成している区域と、優先的かつ計画的
に市街化を図る区域です。用途地域などによる種々の制
度もあります。
市街化調整区域とは
市街化を抑制して、できるだけ自然を残すため、特に
対象となる住宅
・現在住宅を所有していない人が、ご自分で所有し居住
するための住宅を新築、購入（中古も含む）する場合
・自分で所有し居住する住宅を増改築する場合
申請者の借入利率によって利子補給金額が違います。
申請は融資を受ける中央労働金庫に問い合わせてくださ
い。
経済観光課
建物などに伴う道路後退部分の道路寄付
改築を行う場合、建築基準法により敷地の一部を道路に
用途地域とは
する事が求められます。その際に市道として寄付した場
建物を建てる場合、建築物の用途、形態、建ぺい率、
合、今まであった塀や門扉、生け垣などの損失補償費（上
容積率など適正なルールを定めているのが用途地域です。
限50万円）を支払います。又、市が所有権移転の登記手
続きを行いその費用を負担し、道路整備も行いますので、
事前に問い合わせてください。
住 宅
道路を占用、掘削するには
り、工事用の足場などを設置したりする時は、開始の20
家を新築・改築する時は、面積、用途、配置、高さな
日前までに道路占用、掘削の申請をし、許可を受けなけ
どにいろいろな制限があります。詳細は県横須賀土木事
務所建築指導課
046−853−8800に問い合わせてくださ
ればなりません。又、管轄する警察署長の許可も必要で
建築をお考えの際は、事前に問い合わせてください。
まちづくり課
住居表示の届出
住居表示が実施されている区域内（逗子市は一部地域
を除いて実施）で建物を新築・建て替えをした時には「住
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
す。
都市整備課
場所によっては、都市計画法などで制約が異なります。
相
談
窓
口
道路に水道管、ガス管、個人の排水管などを埋設した
家を新築・増改築する時
い。
い
ざ
と
い
う
時
幅 4 メートル未満の道路に接する敷地に、家の新築・増
定めた建物以外は建築できない区域です。
環境管理課
も
く
じ
木造住宅の耐震診断補助事業制度
昭和56年 5 月31日以前に建てた 2 階建て以下の木造住
宅の耐震診断や耐震補強工事を行う場合に、その費用の
一部を補助します。事前に申請が必要ですので問い合わ
せてください。
まちづくり課
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
居番号設定届」の提出が必要です。既に住居番号（住所）
が設定されている建物を建て替える時も、出入口の位置
が以前の建物と変わっている場合などは、住所が変わる
事がありますので届け出てください。
上下水道
市の上水道供給は、県営水道で行っています。宅地内
又、建物を取り壊した時にも届け出が必要です。
の水道に漏水などを発見したら、メーターそばの元栓を
提出書類など、詳細は問い合わせてください。
締めて、近くの指定給水装置工事業者に修理依頼をして
戸籍住民課
勤労者住宅資金利子補給制度
勤労者が、中央労働金庫の県内にある支店から住宅資
金の融資を受けた場合に、利子の一部を補助します。
＊利子補給の対象となるのは、借り入れ金額のうち500
万円までです。
＊利子補給の期間は、償還を開始した月から 3 年間（36
か月）です。
対象となるのは次の両方の条件を満たしている人です。
ください（費用は各自負担）
。修理完了後、その旨を水道
営業所に連絡してください。道路上の漏水の通報、その
納
税
施
設
案
内
他上水道に関する問い合わせは、水道営業所に連絡して
ください。なお、下水道に関する問い合わせ先は河川下
水道課です。
県企業庁鎌倉水道営業所 0467−22−6200、
県営水道お客さまコールセンター
0570-005959（ナビダイヤル）
045-345-1211
市河川下水道課
・事業所に勤務している人
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
・既に逗子市内に居住している人、又は申請時から 1 年
歴
史
年
表
以内に逗子市内に住居する事が明らかな人
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教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
街路灯が故障した時
ペット
市が設置し、管理している街路灯の故障を見つけたら、
電柱に貼ってあるひし形のプレー
ト番号を担当の電気工事店（表参
生後91日以降の飼い犬は、必ず登録し、毎年 1 回狂犬
照）へ連絡してください。ただし、
病予防注射を動物病院又は集合注射で受けてください。
商店街及び団地自治会管理の街路
集合注射の日程、場所などは広報ずしでお知らせしま
灯は除きます。
す。
受け付け時間 10：00∼17：00
飼い犬が死んだ時や、登録事項に変更が生じた時は、
届け出てください。
街路灯担当区域表
地 域
逗 子
桜 山
担 当 地 区
沼 間
池 子
山の根
担当電気工事店
電話番号
浦部電業社
046−871−3080
鈴木電気商会
046−871−2481
大竹電気
046−871−5734
桜山1・2・3丁目
沼間全域
五
十
音
索
引
市
の
概
要
さないでください。
・犬に十分な運動をさせましょう。
山の根全域
本島電気商会
046−871−2917
・散歩の時は、リード（引き綱）をつけましょう。
・飼い犬は愛情と責任をもって、最後まで面倒を見まし
久 木
久木1・2・3・5・6・7・9丁目
ょう。
久木 4 丁目
小 坪
小坪全域
新 宿
新宿３・４・５丁目
新宿１・２丁目
岡本電気商会
0467−23−0365
浦部電業社
岡本電気商会
046−871−3080
0467−23−0365
消防総務課
生活安全課
飼えなくなった犬・猫の相談
家の事情などでどうしても飼えなくなり、新しい飼い
主を捜しても見付からない犬や猫は動物保護センターで
引き取ります。飼えなくなった場合には、動物保護セン
ターか県鎌倉保健福祉事務所に相談してください。
ご み
ごみの分別や収集日などについては、ごみ情報誌「CUZ
ごみの出し方のルール
決められた日に決められた場所へ
え、ごみの種類ごとに近くのごみステーションに出して
ください。月∼金曜日まで休日を含め毎日収集していま
す。
年末年始のごみの収集日は、広報ずしなどで確認して
ください。
決められた時刻に
季節や収集の曜日、天候によって、収集時刻が変動し
ます。収集日の朝 8：30までに出してください。
収集日の前日に出すと、カラスや猫が散らかし、周辺
を汚してしまいます。
迷惑にならないようにきちんと分別
ごみステーションの付近にお住まいの皆さんの迷惑に
歴
史
年
表
＊袋に入れたふんを散歩途上のごみステーションに出
池子 1 丁目
収集指定日以外に出されたごみは収集しません。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
散歩の時はビニール袋・紙袋・スコップを忘れずに。
・犬小屋の周囲を清潔にしましょう。
ごみ情報誌「CUZ（キューズ）」で収集日を確認のう
施
設
案
内
・ふんなどの始末は飼い主の責任です。
池子2・3・4丁目
（キューズ）」で確認してください。
納
税
犬を飼うルール
・放し飼いはやめましょう。
逗子全域
桜山4・5・6・7・8・9丁目
犬を飼う時
ならないように十分気を付けて出してください。
環境クリーンセンター
28
くらしのガイド
神奈川県動物保護センター
0463−58−3411
神奈川県鎌倉保健福祉事務所
0467−24−3900
も
く
じ
交通安全
JR 逗子駅東
（有料）
逗子市自転車等の放置防止に関する条例
県道
JR逗子駅西（有料）
逗
金沢
子線
い
ざ
と
い
う
時
至横須賀
線
横須賀
道路、駅前広場、公園などの公共の場所から自転車・バ
駅
子 逗 イクの放置をなくし、良好な生活環境の保持と災害時に
銀行
ー
スーパ
なぎさ通り
おける防災活動の確保を図るため、逗子駅及び新逗子駅
銀
行
コンビニエ
ンスストア
周辺、東逗子駅周辺、神武寺駅周辺を自転車等放置禁止
水道路
派出所
至鎌倉
賀逗
子線
八
幡
宮
新聞店
区域に指定しています。
魚屋
県道
横須
延命寺
り
市役所
通
座
銀
衣料品店
駐車場
逗子郵便局
葉
倉
鎌
道
県
用ください。
逗子小学校
田
越
川
）
管場所へ移動します。地図に表示した自転車駐車場を利
清
水
有橋
料北
図書館
京
急
新
逗
子
駅
（
不動産店
理髪店
放置禁止区域に自転車・バイクを放置した場合には、保
市
の
機
構
と
仕
事
清水橋南
（有料）
線
山
仲町橋
逗子駅及び
自転車等放置禁止区域
自 転 車 駐 車 場
東逗子駅第１
JR東逗子
蓮沼橋
新逗子駅周辺
東逗子駅第２
神武寺駅南
湘南保育園横
駅
届
け
出
・
証
明
東逗子駅
京急神武寺駅
●沼間公民館バス停
県道横須賀逗子線
相
談
窓
口
湘南保育園
田
越
川
逗子市
商工会館
沼間公民館
五霊神社
県道金沢逗子線
逗子インター
チェンジ
台橋
神武寺橋
東逗子橋
田越川
県道横須賀逗子線
東昌寺
池子会館
保管場所
至逗子アーデンヒル
須賀神社
東逗子橋東
神武寺橋西
東逗子駅周辺
放置自転車の引き取り
移動された自転車などは、保管場所に引き取りに来て
ください。
引き取りできる日時
月∼金曜日（休日を除く）及び日曜日の 9：30∼12：00・
13：00∼16：30
＊ 1 月 1 ∼ 3 日及び12月29∼31日は引き取りができま
せん。
引き取り時に必要な物
自転車などの鍵、認め印、住所・氏名が確認できるも
の（運転免許証、健康保険証など）を持参。
移動費用として、自転車1, 000円、バイク2, 000円を負
担していただきます。
保管期間
移動した日から 2 か月です。この期間を経過したもの
は処分しますので、注意してください。
神武寺駅周辺
保管場所
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
災害にあったとき
市民災害見舞金
自然災害や火災などの災害により被害を人に見舞金を
支給しています。
暮
ら
し
・
仕
事
対象となる被害
・災害救助法の適用にならない自然災害や火災による
死亡、入院治療又は住家の損害
納
税
・消火活動による住家の損害
・公共交通機関の事故による死亡又は入院治療
日本国内どこで起きた災害にも適用されますが、住家
の被害については市内に限ります。なお、被害者及び遺
族の故意又は重大な過失があった場合は、対象となりま
せん。
施
設
案
内
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
社会福祉課
交通安全の指導
交通事故は人災といわれます。交通安全施設の整備は
五
十
音
索
引
必要ですが、市民の皆さんが「事故は自分の責任で防ぐ」
「自分の命は自分で守る」という責任を持ち、ルールを守
り事故を防ぎましょう。交通事故の防止に役立てるため、
幼稚園、学校、自治会などの各種団体の求めに応じ、交
歴
史
年
表
通安全教室、自転車の安全な乗り方、歩行訓練などの指
導を警察署、交通安全協会と協働して行っています。
生活安全課
くらしのガイド
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も
く
じ
納税
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
市 税
固定資産の所有者、借地・借家人などは、評価額、税
市民税
額などが閲覧できます。
市民税には、個人と法人の市民税があります。個人の
申告
市民税は県民税と一緒に課税されます。
償却資産は 1 月31日までに申告が必要です。土地、家
納税義務者
屋は申告の必要はありません。
・個人の場合→ 1 月 1 日現在市内に住んでいて、前年に
固定資産税を納める方法
所得があった人（市外に住んでいても市内に事務所や
家屋敷を持っている人は、均等割の税額が掛かります）
・法人の場合→市内に事務所、事業所があるか、事務所、
健
康
・
福
祉
固定資産課税台帳の閲覧
事業所がなくても市内に寮などを所有している法人
市民税額
市民税の税額は、均等割と所得割の合計です。
均等割→一定の所得要件などを超えた人には、全て均
都市計画税と合わせて、5 月に送付する納付書又は口
座振替（手続きが必要です）により納付していただきま
す。
都市計画税
都市計画法に基づく都市計画事業などに要する経費に
充てるため、原則として都市計画区域のうち市街化区域
教
育
・
子
ど
も
等の額を課税するもの
暮
ら
し
・
仕
事
月々の給与から天引きされます。ただし会社によっては、
軽自動車税
月々の給与からの天引きではなく、自分で納付書又は口
4 月 1 日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自
座振替で納める事があります。又、一定の条件を満たす
動車、二輪の小型自動車の主たる定置場所を市内に持つ
公的年金等受給者の公的年金に係る所得に対する市民税・
人、又はその使用者に課税されます。
所得割→所得の多少に応じて納税者に課税するもの
市民税・県民税を納める方法
給与所得者は、6 月から翌年 5 月までの12回に分けて
県民税は、初めて年金から天引きされる人は 6 月・8 月の
納
税
施
設
案
内
五
十
音
索
引
市
の
概
要
ださい。
市税についての証明・閲覧など
振替で納め、10月・12月・2 月の 3 回に分けて年税額の
課税証明、納税証明、固定資産評価証明などを必要と
1 / 6 ずつを公的年金からの天引きにて納付します。2 年
する場合には、顔写真付きの身分証を持参のうえ申請し
目以降の公的年金からの天引きによる納付方法は、31ペ
てください。なお、本人以外が申請する時は、委任状・
ージ「市税の納期」を参照してください。なお、給与所得
認め印などが必要です。又、土地図面や土地・家屋台帳
及び公的年金に係る所得以外の所得に対する市民税・県
は誰でも自由に閲覧できます。
民税は、6 月・8 月・10月・1 月の 4 回に分けて納付書又は
固定資産税
1 月 1 日現在、市内に固定資産（土地、家屋、償却資
産）を所有している人に課税されます。
固定資産の評価額
固定資産税の算定基礎となる固定資産の価格は、基準
年度（ 3 年ごと）に評価替えを行って、固定資産課税台
帳に登録します。又、新築・増築をしたり、家を壊した場
合、土地の分筆・合筆をした場合などは、その都度新たに
歴
史
年
表
額、納税の方法、閲覧は、固定資産税の項を参照してく
2 回に分けて年税額の 1 / 4 ずつを自分で納付書又は口座
口座振替で納付します。
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
内に土地、家屋を所有している人に課税されます。評価
評価します。償却資産は、土地や家屋以外で主に事業に
使う資産が課税の対象になります。
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課税課
も
く
じ
市税の納期
月
４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月
税別
第
１
期
普通徴収
給与から天引きの時
個
人
市 分
民
税
特
年金からの天引きの時
別
［特別徴収開始1年目］
徴
収
年金からの天引きの時
第
４
期
第
３
期
毎年 6 月から翌年の 5 月までの12回に分けて月々の給与から天引き（会社が従業員から
天引きした市民税は、前月徴収分を毎月10日までに納付）
6 月・8 月の 2 回に分けて、年税額の1/4 ず
つを納付書又は口座振替により納付
第
１
期
第
２
期
4 月・6 月・8 月の 3 回に分けて、前 年 の10
月からその翌年の 3 月までに徴収した額の
1/3ずつを年金から天引き
［特別徴収開始2年目以降］ 仮
仮
徴
収
徴
収
法
人
分
第
２
期
仮
徴
収
10月・12月・2 月の 3 回に分けて、年税額の
1/6ずつを年金から天引き
本
徴
収
本
徴
収
事業年度終了の日から 2 か月以内
予定申告分
事業年度開始の日以後 6 か月を経過した日から 2 か月以内
第
１
期
軽自動車税
全
期
第
２
期
本
徴
収
10月・12月・2 月の 3 回に分けて、年税額か
ら仮徴収した額を控除した額の1/3 ず つを
年金から天引き
確定申告分
固定資産税・都市計画税
本
徴
収
本
徴
収
本
徴
収
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
第
３
期
第
４
期
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
課税課
便利な口座振替
納
税
忙しい人、不在がちな人に大変便利です。是非ご
利用ください。預（貯）金口座から納期限の日に振り
替えます。
利用できる金融機関
施
設
案
内
横浜銀行・三菱東京 UFJ 銀行・みずほ銀行・三井住
友銀行・スルガ銀行・三浦藤沢信用金庫・湘南信用
金庫・中央労働金庫の全国の本支店、ゆうちょ銀
行及び郵便局
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
申し込みの手続き
預（貯）金通帳と通帳届出の印鑑、納税通知書を持
参のうえ、上記の金融機関で申し込んでください。
振り替え開始は、届け出日の翌月以降到来する納
五
十
音
索
引
期からになります。
＊領収書は発行しません。ご利用口座の預（貯）金通
帳で確認してください。
納税課
歴
史
年
表
くらしのガイド
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も
く
じ
施設案内
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
した図書をそろえています。
文化・教育
・郷土資料コーナーでは、逗子市や神奈川県の資料を収
集しており、自由に閲覧できます。
文化プラザホール
P
地図38ページ
所 在 地 逗子4−2−10
開 館
9：00∼22：00（受け付け：9：00∼20：00）
休 館
毎月第 1・3 火曜日（休日にあたる場合は開館
し、翌日以降最初の平日に休館）、年末年始
（12月29日∼ 1 月 3 日）
利用施設
なぎさホール（555席）、さざなみホール（最
大160人）
、ギャラリー（約72m2）
、練習室（音
健
康
・
福
祉
楽など練習用 3 室）
申し込み
暮
ら
し
・
仕
事
ホール、ギャラリー：使用日が属する月の13か月前の月
の 1 ∼15日
施
設
案
内
を受け付け）
五
十
音
索
引
日の 7 日前
046−870−6622
ー、プレイルーム、授乳室、フェスティバルパ
ーク（芝生広場）、市民活動スペース、屋内温
地図38ページ
所 在 地 逗子4−2−10
平日 9：00∼20：00
土曜・日曜・休日 9：00∼18：00
し、翌日以降最初の平日に休館）、年末年始、
特別整理期間
・インターネットで資料の検索予約ができる他、宅配サ
ービスを実施しています。
・本を借りるには図書館カードが必要です。カードの交
付には、免許証、保険証、学生証など住所・氏名・生年
月日が確認できるものを持参してください。
・調べものは、一般閲覧書架コーナーの参考図書を利用
の相談などは、職員にお尋ねください。
・児童コーナーでは、絵本、紙芝居、児童図書をそろえ
ており、調べ学習などの相談も受け付けています。又、
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水プール（プールについては34ページ参照）
046−872−3001
学校施設開放
ヤングアダルトコーナーには、中学・高校生を対象と
市
の
概
要
月29日∼ 1 月 4 日）
の 1 日∼使用日の20日前
してください。調べ方が分からない時や資料について
歴
史
年
表
し、翌日以降最初の平日に休館）、年末年始
（12月29日∼ 1 月 3 日 屋内温水プールは12
ホール、ギャラリー：使用日が属する月の12か月前の月
開 館
9：00∼21：00
利用施設 会議室、和室、展示コーナー、喫茶交流コーナ
［受け付け期間］
P
地図38ページ
休 館 毎月第 1・3 火曜日（休日にあたる場合は開館
②先着順申し込み（抽選後の空き区分の先着順申し込み
休 館 日 第 1・2・3 火曜日（休日にあたる場合は開館
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
開 館
練習室：使用日が属する月の 4 か月前の月の 1 ∼15日
図書館
P
所 在 地 逗子4−2−11
練習室：使用日が属する月の 3 か月前の月の 1 日∼使用
納
税
小坪分室　所在地　小坪5－21－17
開館　9：00～17：00　休館　火曜日（火曜日が休日に
あたる場合は開館し、翌日以降最初の平日に休館）、年末
年始、特別整理期間　0467-24-6726
沼間分室　所在地　沼間3－16－32
開館　9：00～17：00　休館　火曜日（火曜日が休日に
あたる場合は開館し、翌日以降最初の平日に休館）、年末
年始、特別整理期間　046-872-3618
市民交流センター
①抽選申し込み
［受け付け期間］
教
育
・
子
ど
も
・毎月おはなし会を開催しています。
046−871−5998（音声案内サービス）
体育施設（小・中学校の体育館及び運動場）
市内に在住・勤務・在学する人で構成し、20歳以上の責
任者を含む10人以上の団体登録した団体対象
平日
18：00∼21：00（小学校体育館）
平日
19：00∼21：00（中学校体育館）
土曜日
12：00∼21：00（小学校体育館）
土曜日
9：00∼21：00（中学校体育館）
土曜日
9：00∼18：00（中学校運動場のみ）
日曜・休日
9：00∼21：00（体育館）
9：00∼18：00（運動場）
文化スポーツ課
小学校の開放教室
市内在住の20歳以上の責任者を含む 3 人以上の団体
（要事前登録）対象
平日　18:00～21:30（一部は18:30～）
土曜・日曜・休日　9:00～21:30
＊開放にあたっては学校行事、クラブ活動などを優先します。
社会教育課
地図38ページ
小坪小学校区コミュニティセンター P P
小坪5−21−17
開 館
９：００～２１：００
休 館
火曜日（火曜日が休日にあたる場合は開館し、
翌日以降最初の平日に休館）、年末年始
有料
込み（目的によって使用をお断りする事があ
池子遺跡群資料館
地図38ページ
米軍住宅建設に伴う池子遺跡群の発掘調査によって出
土した弥生時代の土器・木製品（一部は県指定重要文化
0467−24−6204
地図39ページ
沼間小学校区コミュニティセンター P P
財）をはじめ、各時代の代表的な遺物を展示しています。
所 在 地
池子米軍住宅地区及び海軍補助施設内
開 館
9：００～１６：００
休　館　月曜日（休日にあたる場合は開館し、翌日以
降最初の平日に休館）、年末年始
所 在 地
沼間3−16−32
開 館
９：００～２１：００
休 館
火曜日（火曜日が休日にあたる場合は開館し、
翌日以降最初の平日に休館）、年末年始
使 用 料
使用日が属する月の 2 か月前の 1 日から申し
ります）
046−873−2018
所 在 地
使 用 料
申し込み
入 館 料
無料
046-871-7006
池子遺跡群資料館
い
ざ
と
い
う
時
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口
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社会教育課
有料
も
く
じ
046−872−2449
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
公園・スポーツ
郷土資料館
披露山公園
地図38ページ
逗子ゆかりの文学作品や土器などの考古資料、調度品
P
地図38ページ
披露山の山頂にあります。展望台があり市内、江ノ島、
富士山、相模湾の海岸線などを一望できます。園内でサ
をはじめとした民具が展示されており、郷土の歴史的ロ
ルや水鳥などの小動物を飼っています。
マンに浸れるようになっています。
所 在 地 新宿5−1851
納
税
所 在 地 桜山8−2275
駐 車 場
開 館
レストハウス 土曜・日曜・休日11：00∼16：00（雨天時・平日
9：00∼16：00
休 館 月曜日（休日にあたる場合は開館し、翌日以
降最初の平日に休館）
、年末年始
入 館 料 大人100円、子ども50円
046−873−1741
青少年会館
8：30∼16：30
は休業）
施
設
案
内
緑政課
蘆花記念公園
地図38ページ
敷地内には、歴史的建造物の旧脇村邸と郷土資料館が
地図38ページ
青少年、青少年団体、青少年育成団体などに交流と活
動の場を提供すると共に専門家による各種講座を開催し
あります。郷土資料館については33ページ参照。
所 在 地 桜山8−2274−1
緑政課
楽、絵画、体操などさまざまなサークル活動があります。
所 在 地 桜山5−20−29
9：00∼21：00
歴
史
年
表
休 館 月曜日（休日にあたる場合は開館し、翌日以
降最初の平日に休館）
、年末年始
利用施設
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
て自ら学習する機会を提供しています。講座以外にも音
開 館
暮
ら
し
・
仕
事
講座室 A・B・C・D、和室、会議室、軽運動室
くらしのガイド
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第一運動公園
P
地図38ページ
逗子アリーナ
所 在 地 池子1−275−1
所 在 地 池子1−11−1
駐 車 場
駐 車 場
8：30∼21：15 ＊12月29日∼ 1 月 3 日は休場。
＊ 4 ∼ 8 月の土曜・日曜・休日は 7：45∼21：15。
スポーツ課、緑政課
＊平成26年 4 月から指定管理制度を導入します。
8：30∼21：15
円ずつ加算。
円ずつ加算。
相
談
窓
口
地図38ページ
料 金 入庫後 1 時間まで100円。その後30分あたり50
料 金 入庫後 1 時間まで100円。その後30分あたり50
＊入庫後30分未満は無料。1 日最大600円。
P
＊入庫後30分未満は無料。1 日最大600円。
開 館
9：00∼21：00（トレーニングルーム以外は 9：00
から 3 時間単位）
休 館 月曜日（月曜日が休日にあたる場合は開館し、
翌日以降最初の平日に休館）、年末年始
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
テニスコート
み、第 4 月曜日に抽選（休日の場合、翌平日）
・平日分の申し込みは、前月第 4 月曜日 9：00から先着順
で受け付け（休日の場合、翌平日）
使用時間
平日 9：00∼17：00（ 2 時間単位）
4 ∼ 8 月の土曜・日曜・休日は 8：00∼18：00
1面
体育協会
2 時間 800円
046−873−7600
暮
ら
し
・
仕
事
納
税
施
設
案
内
み、第 4 月曜日に抽選（休日の場合、翌平日）
・平日分の申し込みは、前月 1 日から先着順で受け付け
使用時間
（2）共用使用 専用使用以外で個人で施設を使用する場合
利用方法
（1）専用使用 使用許可申請書により利用日の 2 か月前
の 1 ∼15日までの間に申し込み
（2）共用使用 利用当日に直接受付まで
スポーツ課 046−870−1296
＊平成26年 4 月から指定管理制度を導入します。
市民交流センター屋内温水プール P
所 在 地 逗子4−2−11
開 館
休 館 毎月第 1・3 火曜日（休日の場合は開館し、翌
2 時間 2, 300円
体育協会
046−873−7600
弓道場
使用時間
平日 9：00∼17：00（半日単位）
4 ∼ 8 月の土曜・日曜・休日は 8：00∼18：00
9：00∼21：00
入場は20：30まで
日以降最初の平日に休館）
、年末年始（12月29
12∼ 2 月は10：00∼16：00
休 場 日 月曜日（休日の場合、翌平日）、年末年始
使 用 料
日∼ 1 月 4 日）
市民交流センター
046−872−3001
屋内温水プール
046−872−3004
小坪飯島公園プール
所 在 地 小坪5−24−19
休 場 日 月曜日（休日の場合、翌平日）、年末年始
25m、幼児用プール
使 用 料 半日
開設期間
7 月 1 日∼ 9 月15日
利用時間
7 ∼ 8 月は 8：30∼17：30
体育協会
1 人 100円
046−873−7600
9 月は 9：00∼17：00
利用料金 大人200円、子ども100円
25m、幼児用、流水プール。
五
十
音
索
引
開設期間
7 月 1 日∼ 9 月15日
利用時間
7 ∼ 8 月は 8：30∼17：30
利用料金
大人200円、子ども100円
9 月は 9：00∼17：00
スポーツ課
046−870−1296
ドッグラン
利用には事前登録が必要です。
大 型 犬 奇数日
小 型 犬 偶数日
利用時間
原則 1 回15分以内
緑政課
34
地図38ページ
4 ∼ 8 月の土曜・日曜・休日は 8：00∼18：00
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
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利用区分
（1）専用使用 団体又は個人が施設を専用して使用する場合
平日 9：00∼17：00（ 2 時間単位）
プール
歴
史
年
表
トレーニングルーム 1 、会議室（大 1 、小 2 ）
野球場
・土曜・日曜・休日の申し込みは、前月 1 ∼20日に申し込
教
育
・
子
ど
も
メインアリーナ 1 、サブアリーナ 1 、格技室 2 、
休 場 日 月曜日（休日の場合、翌平日）、年末年始
使 用 料
健
康
・
福
祉
利用施設
・土曜・日曜・休日の申し込みは、前月 1 ∼20日に申し込
くらしのガイド
スポーツ課
046−870−1296
地図38ページ
高齢者保健・福祉・子育て
高齢者センター
子育て支援センター
地図38ページ
10：00∼15：00の「子育てひろば」はお父さん・お母さ
地図39ページ
んが、子ども連れでゆっくり過ごせるフリースペースで
60歳以上の市民の皆さんに健康で生きがいをもち、明
す。相談したい事があれば気軽に子育てアドバイザーに
るい生活を楽しんでいただくための施設です。
健康相談、教養講座の開催、サークル活動などが出来
声を掛けてください。子育てに役立つ情報の提供もして
る部屋の貸出をしています。
所 在 地
す。小坪親子遊びの場・沼間親子遊びの場に出張する巡
池子4−1012
開 館
９：００～１７：００
休 館
日曜・休日、年末年始
回相談も行っています。
所 在 地 桜山1−5−42
利用方法　団体で利用する場合は１か月前から部屋の
使用申請書を受け付けます。個人利用の場合は当日
「個人利用者票」に記入ください。
使 用 料
交 通
開 館
9：00∼17：00
休 館
日曜・休日、第 5 土曜日、第 3 月曜日の午後、
年末年始
利 用 料 無料
046−871−5001
無料
福祉バスが運行しています。
046−873−2531
福祉会館
放課後児童クラブ
地図38ページ
ボランティア団体のボランティアコーナー、福祉関係
団体への会議室・研修室・印刷機の貸し出し。福祉総合相
談・あんしんセンター・地域包括支援センターなど地域福
祉推進のための活動を逗子市社会福祉協議会が運営して
います。
所 在 地 桜山5−32−1
開 館
います。電話・ファクス・訪問での相談も受け付けていま
8：30∼17：00
休 館 休日、年末年始
046−871−8446
保健センター
地図38ページ
クラブ名
所在地・電話番号
対象学区
逗子4−2−11
ずしっ子太陽学童クラブ
（市民交流センター内） 逗子小学校
（逗子小学校区
046−871−8331
放課後児童クラブ）
ずしっ子そよ風学童クラブ 沼間1−2−20
（東逗子駅前再開発用地） 沼間小学校
（沼間小学校区
046−876−9016
放課後児童クラブ）
ずしっ子あおぞら学童クラブ 久木7−2−1−2
（久木中学校体育館横） 久木小学校
（久木小学校区
046−873−8728
放課後児童クラブ）
小坪5−21−15
波の子学童クラブ
（小坪公民館隣）
（小坪小学校区
0467−22−1735
放課後児童クラブ）
池子3−9−2
りす子どもクラブ
（池子小学校隣）
（池子小学校区
046−873−8686
放課後児童クラブ）
小坪小学校
池子小学校
逗葉地域医療センターに併設。
乳幼児健診・教室、集団健診（検診）などの実施会場で
開設時間
（18：00∼19：00は延長保育）
健診などの詳細は「健診ナビ」や広報ずし「みんなの
健康」で確認してください。
所 在 地
池子字桟敷戸1892−6
開 館
9：00∼17：00
い
ざ
と
い
う
時
相
談
窓
口
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
平日 下校時∼19：00
土曜日及び学校休業日 8：00∼19：00
す。
も
く
じ
＊日曜・休日、年末年始（12月29日∼ 1 月 3 日）は休み。
納
税
保 育 料 月12, 000円以内。世帯の状況、課税状況などに
より減額されます。延長保育料は別途掛かり
休 館 土曜・日曜・休日、年末年始
046−873−8333
ます。
申し込み
直接各児童クラブへ
施
設
案
内
保育課
ファミリーサポートセンター
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
地図38ページ
一般家庭での一時的なお子さんの預りなどの橋渡しを
します。子どもを預けたい人（依頼会員）と預かる人（支
援会員）の登録を受け付けています。
五
十
音
索
引
所 在 地 桜山1−5−42
開 館
9：00∼17：00
休 館 土・日曜日、年末年始
046−870−3400
歴
史
年
表
くらしのガイド
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談
窓
口
清水橋南駐輪・駐車場、清水橋北駐輪場
046−872−6336
その他
JR逗子駅西駐輪場・JR逗子駅東駐輪場
046−872−6767
駐車場
市役所地下駐車場
日 時 土曜・日曜・休日 8：00∼21：00（ 1 月 1 ∼3 日 は 8 ： 00∼
19：00）
料 金 100円/20分　一日最大1,200円
＊平日は市役所利用者専用（無料）です。訪問した課
で承認印をもらってください。
㈱パブリックサービス
市
の
機
構
と
仕
事
届
け
出
・
証
明
健
康
・
福
祉
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
046−873−3500
施
設
・
公
園
マ
ッ
プ
五
十
音
索
引
い、農作業に親しむと共に、豊かな余暇生活が実現でき
桜山第 1 農園
清水橋南駐輪・駐車場
7：00∼21：00
10区画
料 金
300円/ 1 時間
＊立体駐車場のため車のサイズに制限があります。
清水橋南駐輪・駐車場
046−872−6336
桜山第 3 農園
31区画
久木第 1 農園
38区画
26区画
久木第 2 農園
19区画
沼間第 1 農園
逗子海岸駐車場（逗子海岸ロードオアシス）
桜山 5 丁目地内
桜山 5 丁目地内
桜山 4 丁目地内
久木 7 丁目地内
久木 9 丁目地内
沼間 4 丁目地内
貸し付け期間
所在地
新宿5−3−28
日 時
全日 ＊入庫は 4：00∼20：00。
せします。
料 金
7 ∼ 8 月 普通車200円/30分 大型車600円/30分
貸し付け面積
23か月間。募集は広報ずし、市ホームページでお知ら
7 ∼ 8 月以外 普通車100円/30分 大型車300円/30分
1 区画15m2程度。農園によって多少の増減があります。
応募資格
＊売店利用500円以上で60分無料。
逗子海岸観光案内所　046−873−6019
市内に住民登録をしている人。応募は 1 世帯につき 1
か所に限ります。申し込み多数の場合は抽選。
使用料
駐輪場
月額750円（年度ごとに一括払い。最初の年は9, 000円、
無料駐輪場
翌年度は8, 250円）
・東逗子駅第 1・2 駐輪場
＊水道、トイレ、物置、駐車場などの施設はありません。
・東逗子橋東駐輪場
経済観光課
・神武寺駅南駐輪場
・湘南保育園横駐輪場
地域活動センター
・清水橋南駐輪・駐車場（定期使用のみ）
桜逗会館
・J R 逗子駅西駐輪場
逗子桜山コンフォートガーデン自治会館
逗子3−4−7
・J R 逗子駅東駐輪場
駐輪料金（平成25年 4 月現在）
定期使用 一時使用
区 分
自転車
（月額） （日額）
市民
2, 000円
市民以外
3, 000円
原動機付自転車及び 市民
2, 500円
自動二輪車125cc以下 市民以外
3, 500円
自動二輪車125ccを超 市民
3, 000円
えるもの
4, 000円
150円
250円
300円
電話なし
桜山5−40−1
電話なし
東逗子会館
沼間2−1−1
電話なし
アーデンヒル自治会館
沼間3−21−1
電話なし
グリーンヒル自治会館
沼間5−17−1
電話なし
興人東逗子自治会館
沼間6−7−1
電話なし
池子会館
山の根親交会館
池子2−10−10
電話なし
山の根3−13−15
電話なし
久木会館
久木2-1-1　電話なし
ハイランド自治会館
久木8−8−90
046−873−8814（会館直通）
亀が岡自治会館
小坪1−30−1
電話なし
小坪東谷戸会館
小坪6−7−11
電話なし
＊市民：市内在住・在勤・在学者。
南ヶ丘自治会館
小坪7−11−15
電話なし
＊一時使用：定期使用以外の使用で、1 日を単位とす
新宿会館
新宿2−2−24
046−873−1225（会館直通）
新宿4−15−26
電話なし
市民以外
る駐車 1 回あたりの使用。
歴
史
年
表
14区画
桜山第 2 農園
日 時
・清水橋北駐輪場（一時使用のみ）
施
設
案
内
市民の皆さんが野菜や花の栽培を通じて自然にふれあ
るよう市民農園を設けています。
有料駐輪場
納
税
市民農園
＊一時使用の許可期間を超えて使用する場合の駐車料金
は、超えた使用期間一日ごとに日額が加算されます。
小坪大谷戸会館
＊小坪大谷戸会館は建て替え工事を終え、平成26年４月
３日から利用できます。
＊電話がない会館の利用受け付け先は市民協働課に問い
市
の
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合わせてください。
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保育所・幼稚園・学校
その他の施設
保育所
市立湘南保育園
池子2−11−9
市立小坪保育園
双葉保育園
小坪5−22−5
0467−22−3435
久木2−7−2
046−871−2793
沼間愛児園
沼間1−21−10
046−871−2669
桜山保育園
桜山5−15−2
046−873−7222
湘南アイルド逗
子保育園
小規模保育施設
ごかんのいえ
逗子1-1-3
湘南ビル５階
新宿3-2-33
も
く
じ
046−871−2838
046-873-9536
046-874-8370
幼稚園
逗葉地域医療センター 池子字桟敷戸1892−6
046−873−7752
逗子ホームせせらぎ（介護老人福祉施設）
池子3−789
046−873−2501
逗子清寿苑（介護老人福祉施設）
久木8−1290−1
046−873−8902
湘南の凪もやい
小坪5−22−10
0467−23−2311
逗子市商工会館
沼間1−5−1
046−873−2774
㈱パブリックサービス
池子4−948
046−873−3500
なぎ
京浜急行バス逗子営業所
逗子2−1−30
046−873−5511
オール東京ガス エネスタ逗子
逗子1−10−21
046−873−5012
東京電力 神奈川カスタマーセンター
引越・契約変更
0120−99−5775
かぐのみ幼稚園
沼間4−1−1
046−871−6258
逗子幼稚園
逗子3−1−17
046−871−2792
第二逗子幼稚園
久木4−14−15
046−871−3165
聖和学院幼稚園
久木2−2−1
046−871−2670
㈱誠行社（火葬場）
聖マリア幼稚園
逗子6−8−47
046−871−6337
横浜地方法務局横須賀支局（登記所）
小学校
市立逗子小学校
逗子4−2−45
046−873−2050
市立沼間小学校
沼間1−7−18
046−873−2052
市立久木小学校
久木2−1−1
046−873−2054
市立小坪小学校
小坪3−6−1
0467−25−1206
市立池子小学校
池子3−9−1
046−873−2070
聖マリア小学校
逗子6−8−47
046−871−3209
停電・電気料金・その他
0120−99−5776
小坪7−1216
0467−22−0136
横須賀市新港町1−8
中学校
市立逗子中学校
池子4−755
046−873−2056
市立久木中学校
久木7−2−1
046−873−2058
市立沼間中学校
沼間3−21−2
046−871−5200
逗子開成中学校
新宿2−5−1
046−871−2062
聖和学院中学校
久木2−2−1
046−871−2670
高等学校
県立逗子高等学校
池子4−1025
046−871−3218
県立逗葉高等学校
桜山5−24−1
046−873−7322
逗子開成高等学校
新宿2−5−1
046−871−2062
聖和学院高等学校
久木2−2−1
046−871−2670
046−825−6511
関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所
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横須賀市新港町1−8
046−823−1047
横須賀社会保険事務所
横須賀市米が浜通1−4（サンライズビル）
046−827−1251
横浜南公共職業安定所
横浜市金沢区寺前1−9−6
045−788−8609
鎌倉税務署
鎌倉市佐助1−9−30
横須賀労働基準監督署
横須賀市新港町1−8
0467−22−5591
教
育
・
子
ど
も
暮
ら
し
・
仕
事
046−823−0858
逗子郵便局
逗子6−1−3
郵便配達、集荷、受け取りなど
046−873−4701
郵便、貯金、保険
逗子小坪郵便局
046−873−4703
小坪4−3−1
0467−24−9702
逗子桜山郵便局
桜山2−3−37
046−871−5161
逗子ハイランド郵便局
久木8−9−12
046−873−8073
逗子久木郵便局
久木4−3−6
046−871−5171
逗子池子郵便局
池子2−21−20
046−873−7231
東逗子郵便局
桜山4−7−17
046−871−5181
＊医療機関については国保健康課、介護施設については
介護保険課に問い合わせてください。
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歴史年表
1873年（明治 6 年）
1874年（明治 7 年）
1883年（明治16年）
1889年（明治22年）
現在の市域が決定。
鷺浦学舎（現小坪小学校）開校。
名越トンネル開通。
町村制施行により逗子・沼間・桜山・池
子・山の根・久木・小坪の 7 村が合併し、
田越村になる。横須賀線開通。逗子駅
開設。
ほととぎす
1900年（明治33年） 徳富盧花「不如帰」
「自然と人生」刊行。
1908年（明治41年） 沼間トンネル開通。
1910年（明治43年） 横須賀警察署葉山分署（逗子警察署の
前身）設置。
1913年（大正 2 年） 町制を施行。逗子町になる。
1920年（大正 9 年） 第 1 回国勢調査実施。人口9, 152人。
1922年（大正11年） 町立逗子実科高等女学校（現逗子高等
学校）開校。
1933年（昭和 8 年） 県営水道営業開始。
1937年（昭和12年） 町役場完成。旧日本海軍が池子火薬
庫造営のため、土地の強制買収を開始。
1941年（昭和16年）久木トンネル開通。小坪小学校開校。
1943年（昭和18年） 横須賀市に強制合併。
1945年（昭和20年） 池子弾薬庫を連合軍が接収、在日米陸
1947年（昭和22年）
1948年（昭和23年）
1949年（昭和24年）
1950年（昭和25年）
1952年（昭和27年）
1954年（昭和29年）
1955年（昭和30年）
軍に移管。
沼間小学校、逗子中学校開校。
久木中学校開校。
久木小学校開校。
横須賀市から分離独立。逗子町になる。
東逗子駅開設。湘南保育園開園。
市制施行。逗子市になる。
県立逗子高等学校開校。塵芥焼却場
（現環境クリーンセンターの前身）完成
1958年（昭和33年） 披露山公園開園。
1960年（昭和35年） 消防庁舎完成。
1964年（昭和39年）市民体育館完成。湘南有料道路（現国
道134号線）逗子区間開通。東京オリ
ンピックヨット競技が逗子湾沖で開催
される。
1966年（昭和41年） 公共下水道事業に着手。市立図書館完
成。
1967年（昭和42年） 小坪湾埋め立て工事開始（現逗子マリ
ーナ地区）
1968年（昭和43年） 消防署小坪分署完成。
1969年（昭和44年） 逗子駅舎完成。
1970年（昭和45年） 逗葉新道開通。福祉会館完成。持田遺
跡発掘。
1971年（昭和46年） 人口が 5 万人を超える。
1972年（昭和47年） 浄水管理センター完成。下水処理開
始。小坪保育園開園。池子弾薬庫（管
理事務所地区）返還実現、同地に第一
運動公園開園。
1973年（昭和48年） 県立逗子青少年会館開館。逗子警察署
完成。
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1974年（昭和49年） 池子小学校開校。市制20周年を記念
し、都市宣言「青い海とみどり豊かな
平和都市」
、市の木・椿及び市歌を制定。
1977年（昭和52年） 第 1 回逗子市民まつり開催。池子弾薬
庫久木地区一部返還実現（現久木中・
小学校共同運動場）。
1978年（昭和53年） 県立逗葉高等学校開校。
1979年（昭和54年） 消防署北分署完成。
1981年（昭和56年） 清掃センター（現環境クリーンセンタ
ー）完成。
1982年（昭和57年） 横浜横須賀道路逗子インターチェンジ
完成。逗子市商工会館完成。
1983年（昭和58年） 老人福祉センター（現高齢者センタ
ー）完成。
1984年（昭和59年） 市制30周年を記念し、市の花・ほとと
ぎすを制定。小坪公民館、蘆花記念公
園、郷土資料館完成。スポーツ都市宣
言制定。現市庁舎完成。
1985年（昭和60年）池子弾薬庫が池子住宅地区及び海軍補助
施設に用途変更
1986年（昭和61年）
1988年（昭和63年）
1989年（平成元年）
1991年（平成 3 年）
1992年（平成 4 年）
消防署小坪分署移転、現在地に完成。
沼間公民館完成。
沼間中学校開校。
㈱パブリックサービス設立。
現消防庁舎、清水橋南駐輪・駐車場、
池子デイサービスセンター完成。
1993年（平成 5 年） J R 逗子駅裏西駐輪場完成。
1995年（平成 7 年） J R 逗子駅前広場整備完了。知的障害
者更生通所施設「もやい」開設。
1996 年（平成8年）　池子住宅地区及び海軍補助施設への米軍家
族住宅完成（854戸）、入居開始
1997年（平成 9 年） 逗子アリーナ（市立体育館）完成。
1998年（平成10年） 逗子市青少年会館開設。
1999年（平成11年） 長柄・桜山第 1・第 2 号墳発見。地
域活動センター池子会館完成。池子
遺跡群資料館開館
2000年（平成12年） 久木デイサービスセンター開設。
2001年（平成13年） 逗葉地域医療センター・逗子市保健
センター完成。
2002年（平成14年） 長柄桜山古墳群が国の史跡に指定され
る。子育て支援センター開設。
2004年（平成16年） 市制50周年。逗子市非核平和都市宣
言。市営沼間南台住宅完成。現新宿会
館完成。
2005年（平成17年） 文化プラザホール、現図書館完成。太
陽の季節文学記念碑建立。
2007年（平成19年） 市民交流センター完成。J R 逗子駅バ
リアフリー工事完成。
2009年（平成21年） 逗子文化プラザグランドオープン
2010年（平成22年） JR東逗子駅バリアフリー工事完成。
市の概要 （平成25年 7 月 1 日現在）
○市政施行 昭和29年 4 月15日
○面 積 17. 34平方キロメートル
○人 口 57, 846人
○世 帯 数 24, 057世帯
市章
市の木 ツバキ
市の花 ホトトギス
友好都市 ナザレ市（ポルトガル）
ナザレ市は、ポルトガルの首都リスボンの北約
120キロメートルに位置する人口約15, 000人、面
積約80平方キロメートルの漁業と観光のまちで
逗子市都市宣言
青い海と みどり豊かな 平和都市
す。自然環境を大切にし、景観や教育行政に力を
私たち逗子市民は、青い海と、みどり豊かな
入れているなど、本市と共通する点を有している
自然を愛し、輝く太陽のもと、明るい、平和
事から、めざすべき点も共有するまちの一つとし
なまちづくりにまい進することを宣言します。
て、平成16年 7 月に国際友好都市の提携を結びま
した。
（昭和49年 4 月15日告示）
くらしのガイド
発行 2013年 7 月 逗子市 編集 秘書広報課
逗子市役所 〒249−8686 逗子市逗子5−2−16 TEL 046−873−1111
URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp
FAX
046−873−4520
ハロー逗子 月∼金曜日11：15∼11：25
逗子・葉山コミュニティ放送（湘南ビーチFM78.9MHz）で、行政情報をお知らせしています。
地震などの非常事態が起きた時にはこの周波数で緊急放送を行います。
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